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FTA と 国内政治

一日韓 FTA政策の比較から一

金 庚 美＊

Summary 

This article 巴xplores the process of free trade agreem巴nts(FTA) of Japan and Korea 

from 1998 to 2006(Japan Singapore, Japan-Mexico, Korea-Chile FTA). Despite the fact that 

Japan and Korea have similarities in trade policy such as strong protective agricultural trade 

policy, little interest of regional trad巴 agreements under World Trade Organization system 

until 1998, and strong domestic disagreements during negotiation, there are som巴 diff巴rences

between Kor巴a and Japan in the domestic proc巴ss of FT A policy. First, there are different peｭ

riods of negotiation. Secondly, Korea faced much harsh巴r int巴rnal objections after signing the 

agreement. Thirdly, Korea failed, the first three times, to ratify the Korea and Chile ’S FTA in 

the National Assembly, while Japan had no difficulties in ratifying the agreement after sigロ

ing. The purpose of this article is to compare the dom日stic process of FTA and investigate the 

cause of policy differences between Japan and Korea. 

The first section investigates the international r巴lation's approaches to th巴 FTA policy 

and establishes three hypotheses: first, in order to conclude th巴 FTA, the influence of internaｭ

tionalist coalitions with proper political power and broad cohesion should dominate over naｭ

tionalist coalitions in domestic politics. Secondly, domestic institutional differences (the 

consultation system for policy making, the presidential system for policy-making) influence 

FTA policy change and the period of negotiation. Thirdly, domestic institutional differences 

Japanese interest groups had multiple connections with government, and easily aff巴cted the 

process of negotiation, while Korean groups had not- influence the degree of domestic oppoｭ

sition after signing the agreement. 

The following section examines the validity of the hypotheses. It compares the proc巴ss

of Japan ’S FT A policy with Korea's in terms of preferences of domestic actors (the governｭ

ment, political parties and members of the National Assembly, int巴rest groups) and domestic 

institutions. 

Lastly, the third section confirms the validity of three hypotheses 白 It encourages us to 

reconsider that th巴 difference of FT A policy process can be explained by preferences of domesｭ

tic actors, policy coalitions, the domestic institutional differences between Japan and Korea. 

＊東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻国際関係論分野博士課程
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はじめに

自由貿易協定（Free Trade Agr巴巴ment：以下 F

TA）は、参加国聞の関税撤廃を通じて貿易を活性

化しようとする経済協力の一つの形態である l 0 

2007年 4月現在、世界貿易機関 （以下 WTO）に報

告された地域貿易協定（以下RTA）は 194件にのぼっ

ており、 90 年以後、急速な増加の傾向にあるら

世界各国は、自国の経済改革、市場拡大など多様

な目的を挙げて、追い立てられるように競合的に

FTA を拡大しているら FTA が 1990 年代以後、

ブームといっていいほど世界各地で急速に広がっ

た最大の理由は、何よりも FTA が世界貿易を萎

縮させずに、貿易促進など締結国に経済的な利益

をもたらしてくれると信じられたからである［チョ

ン 2001a . 1 ］。 また、現在、 WTO交渉は多数の

加盟国や非政府組織（NGO）などの様々なアクタ ー

が絡み、大きな進展がみられないことから、

FTA の方が締結が容易であることが背景にある

とする見解もある［浦田 2002b : 1 ］。

東アジア地域の FTA は、 1990 年代末に FTA

への関心が高まるまで、 1992 年東南アジア諸国

連合（ASEAN）加盟国が合意した ASEAN 自由貿

易協定（AFTA）だけであり、北東アジアに位置す

る日本、中園、韓国、台湾などの国 ・地域では、

2002 年 11 月に結ばれた日本 ・ シンガポール聞の

FTA が最初の FTA であった。世界的に各国で

FTA が推進される中、現在、日中韓も FTA を重

要な貿易 ・地域政策と捉え、 FTA 締結に向けて

積極的に動いている。中国は、アジア通貨基金

(Asian Monetary Fund）構想に反対するなど、

1997 年までは地域協力に消極的であったが、

FTA を活性化する必要性を認識すると同時に「中

国脅威論」を払拭するうえで、中国市場へのアク

セスを認める FTA が有効だと認識し始めた。 こ

うして中国は、 2000 年 11 月に ASEAN との FTA

の研究を提案し、 2001 年には 10 年以内の交渉完

了を目標に掲げるなど、 FTA 政策を積極的に推

進している［宗像 2004 . 151 ］。 1998 年以後、日本

も WTO主眼の政策から FTA を並行的に追求す

る政策を推進し、 2002 年、北東アジア初の FTA

であるシンガポールとの FTA（以下日星 FTA）を

締結した。 2007 年 4 月現在、日本と FTA協定締

結済みの国として、メキシコ、シンガポール、マ

レーシア、フィリピン、タイ、チリ、基本合意を

済ませた国としてブルネイ、インドネシアがある。

そして交渉中の国として、韓国、 ASEAN 全体、

ベトナム、イ ンド、 湾岸協力会議（GCC）加盟国、

交渉に合意した国としてオーストラリア、交渉準

備中の国にスイスがある4。

韓国も、 1998 年の経済危機以後政策を転換さ

せ、積極的に FTA政策に取り組んでいる。 2004

年、チリと初の FTA を締結し、シンガポールと

の協定は 2006 年 3月に発効、ヨーロッパ自由貿

易連合（以下 EFTA）とは 2006 年 9 月に発効、

ASEAN、アメリカとは基本合意済みである。

2007年 4月現在、日本、メキシコ、カナダ、イン

ドとは交渉中、メルスコール、欧州連合（以下

EU）、中国とは交渉に向けた共同研究中である 50

北東ア ジアの中でも、特に日本と韓国は多様な

共通点を持つ。 まず地理的近接性のほかに、産業

構造の類似性、農水産業の（郎、比重にもかかわら

ず、農水産業重視の伝統を持つ点、第 2 に、日韓

は、シンガポールを除いて、アジアで唯一の

WTO の途上国譲歩条項が適用されない高い水準

の FTA を結べる国家である点、第 3 に、両国と

も 1997 年まで特別な地域協定に属しておらず、

最近までWTO を通じた多国間自由貿易を推進し

た点、第 4 に、 1998 年末以後、両国とも FTA 政

策を推進し始め、両国ともに FTA の遅れを認識

している点、第 5 に、メキシコ、チリという農業

輸出国と FTA を締結しており、その際農業とい

う圏内セクターからの反対にあった点において共

通点がある。

こうした共通点にもかかわらず、日韓が FTA

を進める過程を詳しくみると、交渉期間や反対集

団の動きなと、異なる様子をみせている6。 第 1

に、両国とも農産品が主要輸出品であるメキシコ、

チリと FTA を推進し、国内の反対セクターが存

在したにもかかわらず、日本の交渉期間は l年 5

ヶ月、国内批准まで 3 ヶ月、韓国は、交渉期間 3

年、批准まで 1年 5 ヶ月と、交渉時間上の大差が

見られる。第 2 に、両国の国内の反対セクターと

して農業団体の動きを比較すると、韓国の農民団
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体は日本に比べてきわめて強硬な姿勢をとってい

る。第 3 に、 韓国 ・ チリ（以下斡智）、日本 ・ メキ

シコ（以下 日 墨）FTA における農業セクターの動き

を比較すると、韓国の利益集団の動きが協定条文

の 80%が合意したとされる第 4次交渉以後に集中

したのに対し7、全国農業共同組合中央会（以下全

中）のような 日本の農民団体は、 2 回目の交渉後す

でに自民党に陳情し始めたことがわかる。 韓国の

利益団体は、なぜ動きが日本よりはるかに遅かっ

たのだろうか。 第 4 に、両国の政治制度をみると、

韓国は大統領制、日本は議院内閣制であり 、 韓国

の方が政策決定過程において強力なリ ーダーシッ

プを行使しやすいと捉える見方が多い8。 しかし、

韓智 FTA の場合、合意後国会の批准に 3 回も失

敗し 4 回目にやっと批准されたことから、強力な

リ ーダー シップを見出すことは困難である。 他方、

日本の場合、一度合意された FTA が国会の批准

に失敗することはなかったことを見ると、韓国と

日本のリ ーダー シップの対比について疑問が生じ

る 。

世界的に FTA が推進される中、 両国ともに

FTA 推進の必要性を認識し、積極的に FTA 政策

に取り組んだにもかかわらず、これらの違いはど

こに起因するものだろうか。 FTA に関する経済

効果の分析は数多くなされているが、 FTA の交

渉過程に関する政治分析はまだ卜分ではない、

特に日本と韓国の FTA 政策を比較する先行研究

はほとんどない。本稿の目的は、 FTA をめぐる

日本と韓国の対外政策過程の違いを明らかにし、

その原因を園内政治の違いに求めることである。

これまで日本と韓国は、政治システムや政策パ

フォーマンスの点で、 東アジアの極めて類似性の

高い国家として論じられてきた。 しかしながら、

類似性と同時に、ミク ロ レベルでは多くの差異が

見出される［中野 ・ 廉 1998 : 78］。 日本と韓国は、

とのようなきっかけによって WTO主導の通商政

策から FTA政策への転換を遂げ、相手国を決定

し、交渉過程で生じた障害を克服 し締結に至った

か。 その過程における両国の類似性と差異の原因

を特定することに本稿の関心がある。

本稿の構成は以下の通りである。第 l 節では、

FTA と関連する先行研究の検討を通して、日韓

FTA 政策の違いを説明する 3 つの仮説を提示す

る。第 2節では先述した 3つの仮説の有効性を、

日韓の FTA の政策決定過程を分析することで検

討する 。 第 1項では、日星、日墨、韓智 FTA に

おける政府、 国会議員、 利益団体という圏内アク

タ ーの選好、第 2項では、日韓の圏内制度の違い

が FTA 政策過程にとのように影響を与え、国内

アクタ ーの選好や連合を形成させたかを見る。 第

3 項では、 これらの選好が「国際派」 または「圏

内派」の連合の選好として形成され、政策として

結実する過程を分析する。最後の結論では、第 l

節で述べた仮設の有効性を明らかにし、前述の問

いに答える。

第 1 節先行研究と本稿の分析枠

組

第 1項 ：地域主義と FTA

地域主義に関するアプローチとして 4つの見方、

すなわちネオリアリズム、 ネオ リ ベラリズム、コ

ンストラクティヴズム、 園内政治要因を重視する

見解がある。 第 1 に、地域主義と関連する近年の

ネオリアリズムの研究としてグリエコの研究があ

る 。 グリエコは、非対称的な利益の配分（distri

bution）によって、より少ない利益を得る国家が、

その協力から離脱する誘因を持つという ［Grieco

1988 : 500 502］。 すなわち、 FTA締結によって

相手国の利益がより大きいと予想される場合、 自

国に絶対額では利益があるとしても、 協力は成立

しなし、。 日本の輸入品が安く国内に入り、輸出を

増やせるという利点より、韓国側の貿易赤字の拡

大という相対的な不利益を懸念しているために、

大きい進展が見られない日韓FTA がこのケース

に当たるといえる。 しかしながら 、 日墨 FTA の

ように、日本の GDP 引き上げ効果が 0.0 1%、メ

キシコが 4 . 20%という不均等な利益の配分が予想

される FTA も締結されている［外務省 2002 : 6］。

FTA の目的は 自国企業の保護や圏内規制の緩和

など様々でヘすべての FTA を利益の均等な配

分で説明することは難しい。

第 2 に、ネオリベラリズムの主な地域統合のア
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プローチとして 11、新機能主義（n巴o functionalｭ

ism）がある。 新機能主義アプローチは、 機能的に

限定された社会 ・ 経済分野での超国家組織の役割

を重視した機能主義［Mitrany 1948］に、社会の

同質性や取引の程度、多元主義、国家エリートの

協調的関係といった制度的側面や象徴的側面を結

びつけたものである［Hass and Schmitter 1964 

711-712］。このアプローチの要は、国際組織の限

定的な活動が究極的に制度的な政治統ーを形成し

ていくスピルオーバー（Spill over）の概念である

［山影 1994 : 102］。 新機能主義アプローチは、国

家を主要なアクターとみなすネオリアリズムと比

べ、幅広いアクターの存在を認める点で、様々な

アクターが絡む FTA政策過程の分析に適合的で

ある。例えば、日墨FTA は、 NAFTA やマキラ

ドーラ廃止による被害を懸念した日本企業が、日

本貿易振興機構（以下 JETRO）を通じて交渉の必

要性を提起したものであった。 しかしながら、マッ

トリ ［Mattli 2003 : 192］が指摘するように、企業

側に統合の需要が存在するからといって、自動的

に統合が進むわけではなく、政治家の意思や経済

の停滞といった統合の供給側の事情を過小評価し

てはならな L 、。 日 墨 FTA の必要性が企業から提

案されたとしても、 実際の可能性を打診し、交渉

を進めたのは政府であり、韓智 FTA も、大統領

やトップレベルの官僚によって決められている。

第 3 に、パワーや利益を客観的現実として据え

る分析を批判し、認識やアイデアなど観念的要素

が重要であるとするのがコンストラクティヴイズ

ムである［Zehfuss 2002 : 10-23］。 コンストラク

ティヴイズムの主な特徴として、「問主観的意味

(inter-subjective meaning）」 という概念がある。

これは、政策的立場や結果をリアリズムが想定す

るように個々のアクターの認識 ・ 情報を単に集計

したものととらえるのではなく、社会的に共有さ

れた理解としてとらえる見方である［石田 2000 .

12; Zehfuss 2002 : 12 - 13］。 つまり、地域主義

を説明するためには、なぜその特定の地域に「地

域主義」が形成されたか、その「地域」がどのよ

うに認識されているかをまず説明する必要がある。

例えは、国家を認識主体とする認識共同体を考え

るヒゴット［Higgott 1997 . 37 -42］は、アジアと

ヨーロ ッパの地域主義をコンストラクティヴイズ

ムの観点から比較し、アジアには既存の地域主義

の観念は薄かったが、経済危機を通じて認識共同

体（epistemic community）が形成されたと説明す

る。

日本や韓国が政策転換に至った理由のひとつと

して、荻田［Ogita 2003 : 235- 239］は、日本が経

済危機を通じて地域的な制度の枠組の必要性を感

じ、アジア諸国も経済的な支援を受けて、日本に

対する認識を転換させたことを挙げている。一方

韓国の場合、経済危機の克服が最も大きな課題で

あった金大中政権が、地域主義の必要性を認識し、

対日宥和を打ち出すと同時に、東アジア ・ ビジョ

ングループ（East Asian Vision Group）や東アジ

ア首脳会議設置の提案をしたと考えられる［ユウ

2002 : 183］。 しかしながら、日本、韓国がそれぞ

れの FTA相手国と「認識共同体」であったかと

いう点には疑問がある 。 木村［2003 : 210］は、今

の世界大の FTA ブームの中で、東アジアも何と

かしなければならないという焦燥感だけが共有さ

れ、中身の話は卜分議論されないまま各国が

FTA を推進していると指摘する。

他方、ヒゴットとは異なり、圏内アクターの認

識に注目する大矢根は、政府官僚の認識の変化に

よって日本の FTA政策が転換したという［大矢根

2004 55 57 . Oyane 2003 . 105- 109］。 大矢根

[2004 : 58 61］は、なぜ日本が多国間主義の通商

政策から FTA政策に転換したかに関し、 第 l に、

アジア金融危機や中国の経済的台頭は既存の政策

理念に直接衝撃を与えなかったものの、日本がア

ジア政策を積極化し、アジア諸国がそれを許容す

る契機になった点、第 2 に、政策に関与する者

(policy maker）が少数であり、世界的潮流の政策

理念を強く認識していた点、第 3 に、彼らが政策

論争を抑制しつつ新たな政策理念を浸透させよう

とし、レトリックを多用した点、が特徴的であ っ

たという 。 大矢根の見解は、多国間主義から二国

問主義への政策転換に関して有効な手掛かりを提

示するものの、政策転換後の相手国の選択、交渉

過程の利益集団の影響力など政治過程そのものに

ついては、明確に答えていないように思われる九

例えば、韓国のシンクタンクである対外経済政策
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研究院（以下 KIEP）は、韓国の FTA 相手国の

選択基準として、第 l に産業構造における比較優

位の存在、第 2 に所得水準、第 3 に市場の大きさ、

第 4 に地理的な近接性、第 5 に貿易バリアーの水

準を取り上げ、 日本を最適な相手として位置づけ、

その次に中国を挙げている［Sohn and Yoon 200 

1 : 46 - 54］。 しかし、韓国政府は、初めての相手

国としてチリを、その次にシンガポールを選択し

た九 つまり、 FTA の必要性や経済的な利益とは

別に、圏内政治を配慮、した選択をしたと考えられ

るのである。

第 4 に、対外政策を分析する際、圏内集団の選

好と同時に圏内制度の影響力を重視する研究とし

てギャレット（Garret）とランゲ（Lange）、ソリン

ゲン（Solingen）の研究がある日。ギャレットとラ

ンゲは、社会集団の影響力に着目する議論は、圏

内社会集団の選好が特定できれば政策選択を説明

できるという「経済的多元主義」を前提に成り立っ

ていると批判する ［Garret and Lange 1995 ・ 628

629 ］九 彼らは、国際経済状況の変化が圏内集団

の選好とパワーの変化をもたらすだけでなく、 2

つの制度の媒介を経て初めて国家の政策変容に結

びっくと考え、その過程をモデル化した［Garret

and Lange 1995 630］。このモデルの中で重要

な役割を果たす国内制度は、社会経済的制度（so

cioeconomic institutions）と、公式公共制度（for

mal public institutions）に分けられ、前者が、

例えば制度化された労使関係、後者が、民主主義

などの政治体制、選挙制度、政治システムの中で

の拒否権、独立した官僚組織の権限の 4点に当た

るとし、う ［Garret and Lang巴 1995 : 629-633］。

ギャレットとランゲが制度を重視したとすれば、

ソリンゲン［Solingen 2005 : 40］は国内プレーヤー

の連合を重視し、圏内連合のあり方が地域レベル

の協力や紛争に影響を及ぼすと考える。

ソリンゲンによると、まずグローパル政治経済

の影響を受けて、グローパル経済への統合を選好

する国際派の連合と、それに反対する圏内派の連

合が形成される。国際派の連合は、協力的な地域

政策を選好し、圏内の経済改革、改革に反対する

グループの弱体化、国際市場へのアクセスの確保

を目指す。国内派の連合は、協力的な地域政策は

軍事産業への資源配分の縮小や政治的な弱体化を

もたらすとして、代わりに民族産業の保護や輸入

代替志向の政策を選好する［Solingen 1998 : 19-

20］。国際派の連合の選好がより強く政策に反映

された場合、経済自由化を重視し民間資本の拡大

を図る政策になりやすい［Solingen 2005 ・ 41］。

国内でより有利な連合は、コンセンサスによる

強い結束力（coh巴siveness）や反対派への補償にあ

てる政治的資源を保有し、政策を実行する相対的

な強さを持つ［Solingen 1998 48-49］。 その連合

の形成に影響を及ぼすのが、国内制度と政治家

(Political entrepreneurs）主導の政治プロセスで

ある九圏内制度として、政党システム、民主主

義、強力な産軍複合体などが挙げられる

[Solingen 1998 ・ 9］。 他方政治家は、彼らの権力

を使い、連合の資源をコントロールすることで、

連合を強化したり、連合間の調整をしたりする

[Solingen 1998 ・ 10 & 18-19］。 以上の過程を経

て、圏内連合の選好が集約された形として複数の

「大戦略（grand strategy）」が出現する。 そして、

相対的により強L、連合の大戦略が国家の政策とし

て成立し、その政策が地域協力に影響を及ぼす

[Solingen 1998 ・ 19 21］。

国内の政治過程をグローバルな政治経済との関
係で最も包括的に捉えたソリンゲンのモデルを

FTA政策過程に適用すると、 FTA ブームという

国際経済環境の変化に直面して、圏内では FTA

政策への賛成派または反対派の連合が形成され、

より強L、結合力と経済的資源を持つ連合の大戦略

を反映した FTA 政策が成立する九 その過程で

影響を及ぼすのが圏内制度と政治家の行動である。

以上のことから次のような仮説を立て、第 2節で

その有効性を検討することにする。

仮説（1）：各国において、国内制度の下で進む

政治プロセスの中で形成された FTA支持の連合

（国際派）と FTA 反対の連合（圏内派）が存在し、結

束力や政治的資源を保有するより優勢な連合の選

好が反映された FTA政策が成立する。
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第 2項目本と韓国の圏内政治

第 1 項では、 FTA 政策の分析枠組みとして、

国内政治の重要性、 つまり国内集団の選好及び連

合と国内制度に着目したアプローチが有効ではな

いかという点を示した。 本項では、 両国の圏内政

治の違いが FTA 政策の違いをもたらすという前

提から、 日韓の政策形成の構造および利益団体と

政府の関係に関する先行比較研究を取り上げ、 両

国の FTA の違いを説明する 2 つの仮説を提示す

る。

日韓の政策決定構造の違い

日韓の政策形成構造に関する先行研究は、日韓

における大統領制と議院内閣制という制度の違い

を指摘し、 韓国のトップダウン政策決定構造と日

本のボトムアップ決定権造を対比させるものが多

い。 例えば、中野 ・ 廉口998 . 104］は、超高速情

報網計画の政策形成過程（94-95 年）における日本

と韓国の政策過程の比較分析を行い、その背景と

して政策決定構造の差異を提示する。 日本の方が

韓国より政策決定が長ヲ ｜ く結果になったのは、日

本の政策決定過程が、 官僚によって政策議題が形

成されるボトムアップ方式であるのに対して、韓

国のそれは、金泳三大統領の選挙前の公約といっ

た大統領の意思に基づくトップダウン方式の意見

調整過程であることによるという 180

他方、飯尾 ・ 増山は、議院内閣制・大統領制と

「ボ トムア ップ」 ・ 「 ト ップダウン」を関連付ける

説明が、英米の一般化された説明とは異なってお

り、それは、日本と韓国における特有の制度との

組み合わせによるものだと指摘する。 つまり、日

韓では、議院内閣制と大統領制という制度の違い

が権力分立制の厳格さの違いとしてではなく、官

僚組織の性格の違い（合議制機関か独任制機聞か〉、

また日本の立法過程における政党の利益 ・ 意見集

約機能の弱さ、 韓国における政党の地位の低さな
どの制度的要因ゆえに、弱い議院内閣制と強い大

統領制という違いとなって表れているという［飯

尾 ・ 増山 2001 ・ 111 ］。 以上のような両国の違い

を日韓FTA の政策過程に適用すると、次のよう

な仮説が立てられる。

仮説（2）：日本は官庁聞の合議による合議制、

韓国は大統領によって指示 ・ 調整がなされる独任

制機関であるという制度上の違いが、 FTA 政策

への転換や交渉期間及びその後の批准過程に影響

を与える。

日韓における利益集団と政府聞の関係の違

い

日韓の利益団体に関する比較研究は、企業団体

に関するものと、 労働 ・ 農民団体に関するものに

分類することができる。まず、日韓における企業

と政府の関係を比較したものとして、池尾 ・ 黄 ・

飯島［2001］がある。彼らは、日本と韓国における

経済システムの比較を行い、 日韓がそれぞれ、

「多元的」、 「一元的」な「政府企業関係」に該当する

という九 FTA政策の過程においても、日本の場

合、大企業の団体である「全国経済団体連合会

（以下経団連）」の日墨 FTA 支持表明以外に、日

墨 FTA の際の養豚業界や日星 FTA の｜祭の繊維

業界と政府機関の接触がある九 韓国では、 1998

年から外交通商部（以下外通部）が KIEP を通して

大企業団体である「全国経済人連合会（以下全経連〉

」と共にセミナーや説明会を聞くといった接触が

見られる［韓国農村経済研究院 2004 : 58］。しかし

2001 年以降韓智FTA への反対が本格化するまで＼

韓国政府と特定産業との接触は見られなし、。

その違いの原因に関するものとして辻中 ・ 廉の

研究［2004］がある 。 彼らの JIGS(Japan Interest 

Group Study）の「団体基礎構造に関する調査」

によると 21、日韓における企業 ・ 労働 ・ 農民団体

に共通する違いは、日本の団体は、政党や官庁を

通じて系列化が進んでいるのに対し22、韓国の団

体は官僚や政党との関係が多元的で系列化されて

いるとは言えない、ということである［辻中 ・ 佳

2004 : 282-295］。

この違いを日韓の FTA政策の過程に適用する

と、日本の団体は、政党や官庁と固定的な関係を

構築しており、政党や官庁を媒介にして自分の主

張を交渉案に反映させることができるので、政府

に対して柔軟な態度をとるのではないかと考えら
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れる。 韓国では、団体と行政 ・ 政党の結びつきの

弱さから、 交渉案の作成において農民団体の意見

が反映されず、 後に一方的に交渉経過を聞かされ

る傾向が見られる。その結果、官僚への信頼がいっ

そう薄れ、農民団体などが政府に対し強硬な反対

姿勢をとるようになるのではなし、かと考えられる。

以上から次の仮説を立てる。

仮説（3）：日本の団体は、業界ごとに一定のチャ

ンネルを通じて政府と緊密な関係にあり 、 韓国の

団体は、政府との意思疎通のチャンネルが少ない。

そのために、 日本では FTA の事前協議がスムー

ズに進み、批准もされやすいが、斡国では事前協

議は緩やかに進むが、 事後に反対がl噴出しやすい、

という違いが生じる。

第 2節分析：日本と韓国の FTA

政策の比較

第 1項国内アクターの選好

政府

日本の FTA 政策の選好形成において政府内の

重要なアクターは、首相、通商産業省（以下通産

省）、外務省、農林水産省（以下農水省）である。 こ

のなかで最も早く FTA 選好が形成されたのは、

通産省（200 1 年以降経済産業省、 以下経産省）であ

る。 1998年 8月末、 与謝野通産相が、通商政策局

に FTA 政策の検討を指示し、 通産政策局総務課

通商政策企画室で内部協議が始まった。 10 月 5 日、

与謝野通産相が今野通政局長から肯定的な進言を

受け、更なる検討を指示した時点で通産省は

FTA肯定の動きをとるようになった［荻田 2003.

8］。 1999 年 12 月、日本にとって初の FTA となる

ゴ一首相の FTA 提案に際しても 、 深谷通産相は

「 FTA は WTO体制を補完する意味がある」 と発

言 し23、 2000 年 5 月 4 日には、ゴ一首相、 ヨ 一通

商産業相と会談、 FTA 締結の必要性を確認して

いる 。 最終報告書の発表直後である 10 月 9 日に

は、 後任の平沼通産相がシンガポールを訪問、シ

ンガポール経済界や在シンガポール日系企業を対

象に、 FTA の役割や課題を訴える演説を行って

いる［平沼 2000 : 9 - 13］。 すなわち、通産省の官

僚から始まった FTA への選好は、 日本の FTA

政策の転換に大きな影響を及ぼしたといえる［木

村 2003 : 209］。

2003年 9月末の小泉首相の内閣再改造で自民党

の農水族議員である中川昭一経産相が就任してか

らも経産省は 80 人のスタッフを投入し、 FTA に

最優先で取り組んでいる九 中川経産相の就任後、

貿易自由化の旗振り役であった同省で、 従来の主

張とどう整合性をとるか内部に戸惑いがあると伝

えられたが25、 中川経産相は、 一部品目は例外を

設けるものの、 依然として FTA を推進すると述

べた九 l年後、第 2次改造内閣でも中川は経産相

に留任する。 留任の背景には、 豚肉やオレンジ果

汁などの関税引き下げで難航したメキシコとの

FTA交渉をまとめ、新ラウンドでも反 WTO傾

向が強L、途上国との 2 国閉会談を積極的にこなし、

合意の土壌作りに貢献したことから見て、中川は

農水族だけに農水省や農業団体を説得する力があ

ると評価された点があったという 2＼ 国会議員で

もある中川 と経産省の官僚の選好に立場上の違い

はあるかもしれないが、全体として経産省は、日

本の省庁で最も早いH寺期から FTA推進を検討し

日本の FTA を主導する立場を貫L、てきた。

外務省の；場合、通産省より選好形成の過程が複

雑である。 1998 年後半から FTA の必要性を検討

した通産省とは違い、 外務省は、 1999 年 12 月 、

シンガポールのゴ一首相と小錦l首相との会談の直

前まで意見が調整されていなかった。

1999 年 11 月シア 卜 ルでの WTO 閣僚交渉が決

裂すると、世界的に FTA への傾斜はさらに強く

なり、 12 月 8 日のゴ一首相と小淵首相との会談で、

ゴ一首相は、 日本との FTA を正式に提案した。

ゴ一首相と会談した宮沢喜一大蔵相も、ゴ一首相

のアイディアを積極的に支持し、河野洋平外相に

電話で対応を促した280 しかしながら、 外務省内

では、 FTA の検討に積極的な推進派と慎重派が

会談直前まで対立した。 推進派は、 協定を結ぶこ

とで WTO の機能が停滞した場合でも、 自由化に

向けた枠組が確保できるとした。 一方慎重派は、

「 日 本の WTO 重視の看板を下ろすのは政策の大
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転換になる」、「すべての国を平等に扱う WTO体

制を根本原則として掲げる国がなくなる 」と指摘

し、また、日米関係への影響を懸念する向きもあっ

た。 外務省内で調整が済んだのは 12 月 7 日昼過

ぎで、何とか会談に間に合った形だった目。 2000

年 3月、白星 FTA の共同検討会の日本側の議長

として参加した宮川真喜雄外務省開発途上地域課

長は、 「当初、シンガポールとの FTA に対し懐

疑的であった外務省が、この共同検討会を通して、

モデルとなる協定を作り、日本の経済構造改革の

ーっとなればよい、との点に意見がまとまった」

と述べている［梅原・御厨・宮川 2001 ・ 95］ 。 2002

年 6月 17 日、川旧外相は FTA に意欲をみせるメ

キシコのカスタニェダ外相と会談し、「最大限努

力していきた Lリという前向きの姿勢を示した九

2002 年 10 月、外務省は「我が国の FTA 戦略」

を発表し、 FTA を経済的・政治的な外交カードと

して積極的に活用する方針を掲げ［外務省 2002 : 

12］、 2003 年 11 月から交渉担当者を 30 人から 90

人に増やすと発表した九 外務省は、通産省より

FTA政策転換の動きは遅れたが、 2000 年以後次

第に FTA推進の立場に転じた。

日本の農業団体の利益を代弁する立場である農

水省は、通産省や外務省とは異なる立場に置かれ

ていた。 日星 FTA では、交易品に農水産物がほ

とんど含まれてないこともあり、農水省の特別な

動きは見られなかった。 しかしながら、日墨

FTA の議論が本格化した 2001 年 6月から、農水

省の熊沢英昭事務次官は、 「農水産物は極めてセ

ンシティブな問題であり、関税水準も含めて 2 国

間協議をする考えはない」と述べ、 FTA に反対の

立場を表明した九 しかしながら、日墨 FTA の

共同研究の過程を通じて農水省は少し態度を変化

させ、 「具体的な相手国と協定を結んだ場合に、

どのような不利益と損失が生じるかを十分に検証

した上で判断することが必要」、「農業や農産物貿

易・関税の実情、日本の立場について相手国から

十分な理解を得ることが必要である」と述べた330

2002 年 7 月 8 日、農水省と経団連の幹部との意見

交換の懇談会が開かれ、武部勤農水相は、 FTA

について「農業分野を交渉対象から排除しないが、

日本農業の厳しい状況下で利害得失を検討し、構

造調整の努力に支障のないようにしていきたい」

と理解を求めたへ すなわち、農水省は、 FTA の

必要性は認めるものの、農水産物の完全自由化は

困難であるとの立場への理解を求めるという姿勢

を示している。 その結果、農水省は、 2003年 8月、

メキシコ側から優先度が高いとして示されたリス

トから、国内農家に打撃が大きい コメ・豚肉など

の農産品を例外扱いにするという基本方針を立て

て交渉に臨んだ九

FTA に対する首相の選好の表明は、省庁より

はるかに遅かったが、推進賛成に近かったと考え

られる九 2002 年 4月 3 日、政府の「経済財政諮

問会議」（議長・小泉首相）の会合では、経済活性

化戦略について、 FTA を積極活用する方向で概

ね合意した九 2003年 10 月、メキシコと農産物を

巡って交渉が決裂すると、小泉首相は 10 月 21 日、

「農業鎖国はできない」とまで発言した九 これは、

首相が関税などの国境措置だけで国内市場を守る

のではなく、圏内農業の競争力を強化するための

農政改革の必要性を指摘したものでもある3'o

2003 年 11 月 23 日、小泉首相は、交渉の腰着状況

を打開するために、谷内正太郎官房副長官補を団

長とする「官邸ミッション」を一週間メキシコに派

遣するという動きもみせた九

次に、韓国政府の選好を大統領、外通部、産業

資源部（以下産資部）、農林部の順に検討した L 、。

まず、 1998 年に大統領になった金大中は、 WTO

一偏倒の通商政策から FTA へと政策を転換させ

た張本人である。 通貨危機以来、構造改革を推進

していた金大中政権は、自由化の一貫として

FTA及び地域統合への関心を深めた［木村・鈴木

2003 . 160］。金大中大統領の関心が反映された最

初の動きとして、 1998 年 11 月の 「第 1 次対外経

済調整委員会会議」で、 FTA推進とチリを最初

の相手国とすることが決められた。 1998年 11 月、

金大中大統領は、チリのフレイ大統領と韓智

FTA推進に合意、 1999 年 9 月には、 FTA交渉開

始を正式に決定していることから、大統領は最初

からチリとの FTA推進の立場であったと考えら

れる。その後も、 2000 年 11 月と 2001 年 10 月の

両国首脳会談で、金大中大統領は韓智 FTA の早

期妥結の立場を確認している。
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しかしながら、 2001 年 3月から交渉が中断され、

2002 年 8月に交渉が再開されるまで、 農民団体の

反発を抑えるための金大中大統領及び青瓦台（大

統領府）による積極的な介入は見られなし、。これ

は、後述するように一期 5年限りの大統領制とい

う圏内制度に起因する政権末のレイムダック化現

象及ひ’大統領への支持率低下による統治力の低下

によると考えられる九政府は 2002 年末の金大中

大統領の任期内の交渉妥結を目指し、 10 月 25 日

に、 ょうやく調印にこぎつけた。

しかし、その後、利益団体の抵抗によ っ て国会

では批准されない状態が続いた。 2003 年に就任

した威武鉱大統領は、 2003 年 11 月 11 日、 「農業

人の日」の記念演説で今後 10 年間に 119 兆ウォ

ン（約 11 兆円）規模の支出を見込んだ「農業農村投

融資計画」 を発表し42、 17 の農民団体代表を大統

領官邸に呼び、説得にあたった九 すなわち、韓

智 FTA において大統領は、 一時期を除き、政策

転換を主導し、 腰着状態が続く韓智 FTA に必要

な政治的決断を下す役割を担ってきた。

外通部は、 1998 年、金大中大統領の就任後、

対外通商政策の業務が移管されてから、 FTA の

主務部として韓国の FTA 政策を主導する役割を

担ってきた。 まず、外通部は、金大中大統領が地

域主義への関心を表明するにつれ、 FTA の具体

的な相手国として、アメリカ、日本、 EU という

巨大経済圏を除外したチリ、イスラエル、南アフ

リカ共和国を候補固として取り上げ、他部省の意

見をまとめ、 韓智 FTA を「第 l 次対外経済調整

委員会」の案件として提出した［韓国農村経済研

究院 2004 : 12日。 その後外通部は、 99 年 2 月、

外通部通商交渉調整官を委員長として、関連 15

部署の局長によって構成される 「FTA推進委員

会」を設置し、交渉主務担当部として交渉準備作

業に当たった九 実務協議は、外通部の通商交渉

本部と関係部署で構成された実務対策チームで行

われた［韓国農村経済研究院 2004 : 57］。

外通部は、こ のように FTA 政策の主務部署で

あったが、政府内対立を調整する権限も、利益集

団の反対を緩和させる経済的資源も十分に持って

いなかっ たよ うである。アン［2004 : 72］によると、

外通部の交渉担当責任者である通商交渉本部長が

大臣と次官の中間の位置にあったため、農林相の

反対を押し切ってまで交渉案を調整することには

限界があったと指摘する。 また、 通商交渉機能は

通商交渉本部が、通商振興機能は産資部、 対外政

策調整は財政経済部（以下財経部）が担当し、 通商

機能が分散されていたという欠点も挙げられる九

その結果、 チ リ側がメリットを認めていない農林

部の譲許案がそのま ま交渉に持ち出され、また、

第 6次交渉では金融サービスを巡って通商交渉本

部と財経部との対立が表面化した。 国内の利益集

団に関しても、大統領が支援策として 119 兆ウォ

ンの財源を国会に要請すると発表するまで、外通

部が具体化な支援策に言及することはなか っ た。

外通部以外に韓智 FTA推進の動きを見せた政

府省庁として産資部がある 。 チリとの FTA が決

まる前の 1998 年 4 月、 産資部は、世界的に重要

度が増している FTA政策に積極的に取り組む必

要性を述べると共に、 適切な相手国としてチリと

南アフリカ共和国を挙げ、 チリが最も相応しい相

手国であると結論づけた。 しかしながら、 産資部

は経済団体との関系が深く 、外通部より積極的に

国内支持を求められる立場であるにもかかわらず、

韓智 FTA の必要性を積極的に伝えるような姿勢

は見られない九 その理由として第 1 に、 1998年

当初から産資部は、日本やアメリカといった巨大

経済圏との FTA を考えており、その前段階とし

て政治的な負担を最小限に抑えられる FTA とし

てのみ韓智 FTA を認識していたことがあげられ

る［産業資源部 1998 : 7］。 したがって経済的利益

も大きくない韓智 FTA を積極的に推進しようと

する熱意に欠けていたのである 。 第 2 に 、 日韓

FTA の検討を目前にひかえ、製造業、特に中小

企業の組合の反対を抱える産資部としてペ積極

的に韓智 FTA 支持を打ち出すことには政治的障

踏があったのではなし、かと考えられる。

韓国農林部の選好は、 農林部の作成した農産物

の譲許案が交渉の進展を左右したという点におい

て重要である。農林部は交渉中チリ に農畜産物流

通調査団を 2 回派迭し、現地の農業実態を調査 し

た上で譲許案を作成して交渉に臨むなど、慎重な

態度をみせていた九 2001 年から農民団体の反対

が具体化し、ノぞク ・ ジ ェウ夕、ジャン ・ ソンウン
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議員が農業部門は除外されるべきであると主張し、

農林部の立場を追及すると、国際農業局長は、

「FTA は GATT24 条によって実質的すべての貿

易の関税撤廃を求められており、特定産業全体を

除外することは難しいが、圏内に影響を及ぼす一

部品目の除外を最大限に引き出すことを目標に交

渉に当っている」と述べた［農林部 2001b : 33-34］。

すなわち、韓智 FTA の必要性については農林部

も認識しており、その中で最大限に例外を設ける

方向で交渉に臨んだように考えられる。 しかしな

がら、農林部の努力は、交渉を停滞させる原因と

なり、国内的にも利益団体の納得を得られなかっ

た。

政党と国会議員

日本と韓国の農水産業はともに比較劣位産業に

あたるためへ FTA交渉で共通する一番大きな問

題は農業保護の問題である。 両国とも歴史的に農

水産業国家であったこと、保守国会議員の支持基

盤が農村である場合が多いことから、 FTA が国

益にかなうと主張する国会議員は少ない。 日本の

国会では、自民党員をはじめとする農村出身の国

会議員は、常に農業は「聖域」であると強調し50、

交渉過程全般において農民の利益を代弁し、韓国

では反対が表面化した交渉後半部から、国会議員

は農業団体の立場を反映して FTA反対を表明す

る傾向をみせた。

中野によると日本では、自民党長期政権の中で

政策領域は比較的広く社会化され、医療、コメ価

などの特定分野では関連省庁と関連業界を族義員

が仲介する形ができている 。 これがいわゆる 「族

議員政治」であるという［中野・廉 1998 : 83］。 日

星 FTA、日墨FTA の交渉過程でも、農水族が農

業界の立場を代弁する傾向が見られる 。 日星

FTA の第 3 回交渉が行われた 2001 年 9 月 3 目、

白民党農水貿易調査会の中川昭一会長は「農産物

の関税は WTO の場で議論するから二国間協定で

更なる削減・撤廃は行わないという基本方針を決

めた」と表明した51。 実際には、 3%関税賦課の金

魚、の輸入関税引き下げが焦点であり、それに農林

水産族が猛反対したと言われている臼

日墨 FTA の交渉過程でも、豚肉関税撤廃を阻

止するために、 2003 年 7 月 15 日、全国の養豚 3

団体が発起人となって設置した「FTA 等対策協

議会」に、自民党の農林水産物貿易調査会会長の

中川昭一議員と自民党FTA特命委員会委員長の

武部勤議員が出席し、 「農業団体が FTA 交渉の

邪魔をするというマスコミの報道を批判し豚肉の

除外に向けてやっていきたい」と述べていたへ そ

の後農水省は豚肉の関税撤廃の例外を認めるとい

う基本方針を立てて交渉に臨んでいる。 日昼、日

墨 FTA とも交渉妥結の 3-4 ヶ月後には大きな反

対に直面することなく国会で批准されたのは、政

府と自民党農林族の調整が事前に終了していたた

めだと言われている九

以上をまとめると、農水族議員は、農民団体の

利益を代弁し FTA反対の動きをとった。 族議員

の介入の結果、日星FTA に盛り込まれた農林水

産物 486 品目は、いずれも譲許関税率対象、ある

いは実行税率無税のものであり、農林水産物の新

たな関税撤廃は行われていなし、。 日墨 FTA でも

最大の焦点だった豚肉の差額関税制度が維持され、

国内への影響は大きくないだろうと予想された九

他方、韓国における国会議員の活動は、 「族議

員」 のように特定分野の利益を代弁するものでは

なし、。 韓智 FTA における議員の動きは、利益集

団の反対の動きに伴って現れる傾向があった。 第

4次交渉以前まで国会では、興味を持つ特定の議

員が個人的に現状を把握する程度であったとされ

る［ユウ 2002 : 185］。 しかしながら、協定条文の

80%が合意に至ったとされる第4次交渉が終わり、

2001 年 2 月 22 日農林部と農民団体の懇談会が行

われた直後、農民団体が韓智FTA反対の動きを

本格化させると、その他の議員の参加も見られる

ようになった。 2 月 27 日、全国農民団体協議会

（以下農団協）は野党第一党であるハンナラ党総裁

と面談、 3 月 2 日農団協の代表団が与党の民主党

の代表とも懇談会を聞き、韓智 FTA の交渉中断

を要請した［韓国農村経済研究院 2004 : 125］。 こ

れを受けて、民主党は、政府の関連部局と議員の

共同党政会議を聞き、ぶどう、りんご、なしなど

の農産物を除外しないかぎり韓智 FTA を国会で

批准しない方針であることを伝えた［ユウ 2002 . 
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185 ］。 農団協は、 200 1 年 9 月 3 日から国会議員向

けの反対運動を繰り広げ、 2003年 6月時点までに

FTA反対の署名をした国会議員は韓国の国会議

員 272 人の半数を超える 141 人になっていた［韓

国農村経済研究院 2004 ・ 134］。

こうして交渉の妥結後も、農民団体と選好を一

致させた多数の国会議員によって、韓智 FTA は

批准されない状態が続いた。 9 ヶ月間上程されな

かった批准案が 2003 年 7 月になってようやく国

会に上程されたが、本会議前の統一外交通商委員

会すら通過できず、 12 月 29 日に政府が採決に臨

んだ時には、「農民党」とまで言われるようになっ

た農村出身議員 40人が壇上に上がって議長を取

り囲むなどの実力行使によって議決を阻止した560

2004 年 1 月 8 日と 2 月 9 日に、批准案がさらに 2

回上程されたが、農民団体や市民団体らが「批准

に賛成した議員は名前を公表し、総選挙で落選さ

せる」と公言 し57、結局可決されなかった。 さらに、

国会の農林海洋水産委員会は、 2003 年 11 月、政

府が農業農村投融資計画を発表した後に「農団協」

が要求した 4つの追加支援を、農団協の条件通り

に入れるよう農林部に要求し、それを認めさせ

た問。 こうして 2004年 2 月 16 日になってようやく

韓智 FTA は農民支援案とともに批准されたへ

与党が政府案を支持せず反対に回った理由とし

て、農民団体の強力な抵抗に直面した少数与党の

限界及び 2002 年の大統領選挙や 2004 年の総選挙

への影響を懸念したことが考えられる。

利益団体

FTA 政策をめぐる両国の国内集団の選好は、

FTA による経済的利益及び不利益によって賛成

や反対に大きく分けられる。 日本では、産業によっ

て賛成派や反対派に分かれる動きがあり、韓国で

は賛成派の勢力が反対派より弱く 、 反対派の農民

団体に市民団体が加勢する形態をとった。

日 星 FTA における国内の利益団体として石油

化学産業界と繊維産業界の関与があった。石油化

学産業があるシンガポールは、 FTA を機に輸出

を増加したいとの狙L、から関税撤廃を要求し、 一

方、日本の石油化学製品は比較的関税が高かった

ので、調整が必要だった［坂井 2003:7］。 結局、日

星FTA では、石油化学製品の関税は撤廃された

が、 スーパーのレジ袋の原料になるポリエチレン

の場合、業界団体の反対によって、実際に日本へ

輸入される大半の「固形」原料には関税が残った印。

繊維産業の場合、原産地決定の原則について、第

1 に関税番号変更基準（HS code がベース）を使う

ことへ第2 に原産地証明は公的機関ですること、

第 3 にシンガポール近隣地域に関する例外措置は

認めないことを化繊協会経由で政府に要請した目。

これらの要請は政府案として作成され、 日本側の

政府案がほぼ認められる結果となった［内田 2002 .

36 - 39］。

日墨 FTA に反対する利益団体として全中や養

豚業界の「FTA等対策協議会」がある。 交渉が本

格化する 2003 年、全中組合員は 「タイ、メキシ

コ等との自由貿易協定に関する申し入れ」 を手に

自民党議員の聞を回り、「タイとの政府間交渉の

開始は時期尚早」であり「メキシコの農産物の関

税撤廃要求は断固認められない」と FTA 反対論

を展開し回、 実質的に農林水産品を含まない協定

であったシンガポール方式を基本にすべきだと主

張した［全国農業共同組合中央会 2003 : 15］。 また、

メキシコと交渉中であった 2003 年 7 月 、日本の

養豚団体は「 FTA等対策協議会」を設置し、農水

省の関係部局への要請、署名集めヘ「メキシ コ

FTA豚肉除外決起集会」、「国産豚肉消費拡大シ

ンポジウム」の開催、メキシコ貿易関連企業団体

調整協議会会長および在日メキシコ大使館商務参

事官との意見交換、日本の交渉団関係者の交渉報

告会の開催などを行った。このような活動の結果、

8月 29 日、養豚業者の要請通り農産物関係リスト

に豚肉をはじめ牛肉、鶏肉は除外品目として掲載

されたへ その後も、 9月の交渉の際には、メキ

シコへ協議会の役員を派遣したへ 10 月にも協議

会の浅野、志津両代表が、外務省 FTA特命全権

大使の政府交渉統括議長と面談、関係省大臣及び

自民党幹部へ豚肉除外を要請するという積極的な

活動を行った［FTA 等対策協議会 2004 : 18-20］。

交渉の結果、最大の焦点だった豚肉の差額関税制

度が維持され、メキシコからの豚肉やオレンジ果

汁の輸入が増えたとしても、他国からの輸入に代



-34- 国際関係論研究第 26号

替される程度であると判断できるまでになった670

他方、 FTA の推進を選好する利益集団として、

財界を代表する経団連がある。 メキシ コのセディ ー

ジョ大統領が 1998 年 11 月に日墨 FTA の締結を

小側首相に提案したことを受け、 経団連日墨経済

委員会は、 FTA が日本の産業に与える影響を検

討するための「 日墨協定に関する懇談会」とい う作

業グループを設立し、 「政府がメキ シ コとの自由

貿易協定の締結に向けた努力を加速すべき」 だと

促した［経団連日メキシコ経済委員会 1999 : 1-4］。

2000 年 11 月には「日墨自由貿易協定の必要性に関

するアンケート調査結果」を発表し、早期交渉開

始を促した。 このような経団連の積極的な動きは、

日墨 FTA が、メキシコにおける日本企業のビジ

ネス上の利益を向上させる有意義な手段であった

ためである。 当時、メキ シ コは、 積極的に諸外国

との FTA を追求しており 、 1992 年にチリとの F

TA、 1994年に北米自由貿易協定 （以下NAFTA)

を締結、 EU との FTA 交渉も推進中であっ た。

メキシコとの FTA を持たない国の生産施設から

メキシコに部品や原材料を供給する企業は、特に

マキラドーラなどの保税加工制度が NAFTA に

よって廃止される 2000 年以後は、不利益を破る

状態にあった。

日星 FTA でも経団連の取り組みは、活発なも

のであっ た。 2000 年 6 月 7 日に「日本シンガポー

ル自由貿易協定に関する要望事項」を外務省、通

産省、 大蔵省に提出し、 7 月 6 日 、 経団連が「自由

貿易協定の積極的な推進を望む一通商政策の新た

な展開に向けて一」を提言する 。 さらに検討会の

報告書発表に伴い、 10月 2 日には「日本シンガポー

ル自由貿易協定への期待」を発表、 第 l 回交渉中

の 200 1 年 2月には、「サービス貿易を中心とする

追加要望事項」を政府に提出し、包括的な FTA

を締結することを促している［経団連国際協力本

昔日 2003 : 29 - 31］。

日墨 FTA の交渉が大詰めに向かった 2003 年 8

月、経団連、日本商工会議所、 経済同友会、日本

貿易会の 4 団体が、連名で「 10 月のフ ォックス大

統領来日際に FTA で合意できるよう政府間交渉

の進展を切望する」 との要望書を政府に提出した曲。

9 月、 経団連は、企業献金先の政党を評価する基

準を発表し、その中のーっとしてメキシコとの

FTA 合意を盛り込んているへ 10 月には、経団

連、日本自動車工業会、日本貿易会、日本鉄鋼連

盟の代表が、福田官房長官に会い、 FTA の早期

締結を要望した700 すなわち、 経済界は、 FTA の

推進、特にメキ シ コとの FTA推進を切実に選好

する集団であ っ たといえる。

一方、 韓智 FTA の場合、先述したように交渉

過程後半から農民団体の猛烈な反対に直面してい

る九 その結果、第 4次交渉から第 5 次交渉まで

の l年8 ヶ月間交渉が進展せず、 交渉が妥結して

からも l 年 5 ヶ月後の 、 4 回目の国会上程でよう

やく韓智 FTA 協定が批准された。斡智 FTA の

過程における農民団体の動きは、 4つの時期に分

けることカ1できる。

第 1 に、韓智FTA推進が決定された 1998年 11

月か ら 2001 年 2 月 までで、反対が表面化してい

ない時期である。 1999 年 3 月 、 韓国ぶどう会や農

協ぶどう協議会など生産者団体が散発的に韓智

FTA におけるぶどうの除外を求め、提言書を大

統領に送 っ ていたが、具体的な FTA 反対勢力と

しては発展しなかっ た［韓国農村経済研究院 2004:

51 , 121 ］。

第 2 は、 200 1 年 2 月、政府と農民団体による

「韓智 FTA 推進関連協議会」 の開催後、 21 の生

産者団体と農民運動団体が連携して 「農団協」 を

拡大し72、韓智 FTA 反対の声を高めた時期であ

る九 この期間内には韓智 FTA 反対の集会 とし

て、 2001 年 3 月 5 日 「農団協」 所属の 700 人のデ

モ、 2001 年 11 月 l万 2千人規模の集会、 2002年 7

月の 4千人規模の集会がある。交渉妥結後の

2002 年 10 月 23 日、 1500 人規模の反対集会、 11

月 13 日、 10 万人規模の大々的な集会、 2003 年 2

月 14 日、 2000人規模の反対デモが行われた［韓国

農村経済研究院 2004 : 131］。

第 3 に、 2003 年 3月、農団協から全農を含む農

民運動団体の一部が脱会し、 5月に全国農民連帯

（代表 ・ ソンナンス、以下全農連）を設立、 全農を

中心に大々的な農業市場の開放反対運動を展開し

た時期がある。 分離の契機は、 農団協が国民世論

を意識して、補助金など農業界への利益とひきか

えに妥協しようとしたのに対し、 全農連は、農業
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市場開放自体を受け入れず、より具体的な代案の

提示を強く要求したことである［韓国農村経済研

究院 2004 : 133 ］。 全農連は、 2003 年 5 月 13 日、

全国農民会総連盟（以下全農）、 全国農業技術者協

会、全国女性二農民会総連盟、全国韓牛協会、 隣国

カトリック農民会、韓国酪農肉牛協会、韓国農業

経営人中央連合会、韓国女性農業人中央連合会、

韓国有機農業協会の 9つの団体が、既存の農団協

は協議する団体にすぎないとして、より積極的な

市場開放の反対運動を展開するために発足させた

新団体である。 主な反対運動勢力が脱退した農団

協はその後勢力が縮小したとされる刊。 この時期

の全農連の運動は、韓智 FTA だけに反対するの

ではなく、コメ市場開放反対と農民の生存権保護

をより強く掲げ、反対デモを続けた九

第 4 に、 2003 年 11 月 11 日、政府による 119 兆

ウォン（約 11 兆円）規模の「農業中長期投融資計画」

の発表後、農団協と全農連がそれぞれ賛成、反対

に回り、反対勢力が分裂して弱体化し、韓智

FTA がついに批准されるまでの時期がある 。 11

月 の政府の対策発表後、農団協が条件付賛成、政

府系団体である農協が批准賛成を表明した［韓国

農村経済研究院 2004 ・ 137］。 他方、 全農連は、

11 月 19 日 7万 5千人規模の全国農民大会を開催、

12 月 15 日団体の代表者デモ、 2004 年 2 月 9 日 l

万人デモを行った760 政府支援策の発表後、メデ ィ

アや国民世論が韓智 FTA 批准の方に転じたにも

かかわらず、全農連が批准反対運動を積極的に展

開したのは、全農に代表されるような本格的な農

民運動団体の力による部分が大きし、。 全農は、

1990 年に結成されてから、 WTO による農業市場

の開放反対に積極的に取り組んできた、代表的な

農民運動団体であり、「民族農業 ・ 食料安保」を

モットーとしての農民運動を広げてきた［韓国農

村経済研究院 2004 : 55］。 政府から支援援助を受

ける側であった農協は、政策に関する意見を政策

決定者との面談及び嘆願書を通して表出するのに

対し、全農に代表されるような非政府系団体は、

90 年代まで団体として認められなかったため、

発足以後も主に集会、抗議デモ、声明発表という

直接行動による意思表明を行ってきた［シム 1991 . 

24］。既存の政治制度に統合されていなかった全

農が中心となって 2002 年 7 月、カトリ ック農民

会、緑色連合、民主労働党、 農協労働組合、 全国

教師労働組合、生協全国協議体といった一般の社

会団体と「農業回復連帯の準備委員会」を結成し

た［韓国農村経済研究院 2004 . 65］。その後、市

民団体は、農民大会に参加したり批准反対の記者

会見を聞くなど、農民団体と連合する動きをみせ

るが、農業中長期投融資計画の発表後、勢力が縮

小しfこ。

以上の反対運動の経緯及び反対の論理を綜合す

ると、豚肉に代表される日墨 FTA への日本の農

民団体の反対に比べ、韓国では、直接に被害を受

ける生産者団体の反対行動を超えた大々的な社会

運動に発展する傾向があったと考えられる。

韓国の激烈な農民運動とは対照的に、韓智

FTA における経済界の働きは消極的なものであっ

た。大韓商工会議所のパク・ヨンソン会長は、「F

TA は農業がないシンガポールのような国家と推

進する方が望ましい。 農業が含まれる韓智 FTA

の推進は難しい」と述べていた77。 さらに、日本

の経団連に当たる韓国の全経連は、 2000 年 9 月 、

53 社を対象に「自由貿易協定に関する韓国企業の

立場」 という調査を行った結果、 93.4%の企業が

FTA賛成を表明していた780 しかし、相手国とし

てのチリの選好順位は低く、 全経連は、農民団体

の反対が本格化した 2002 年から 2003 年にかけて

特段FTA支持の姿勢を示していない。 つまり、

FTA の推進の必要性は認識しつつも、韓智FTA

の推進に向け特別な動きはしていないように思わ

れる。ユウも指摘しているように、経済界の消極

的な態度は、チリとの貿易量は小さいので経済的

利益は大きくないと判断する一方、農民団体の反

対が激化する中で、わざわさ FTA 支持を表明し、

農民団体と対立するほどの誘因を見出せなかった

点に起因する［ユウ 2002 : 189]7＼ すなわち、外

通部のチリ選択理由のーっとして挙げられていた

貿易量が少なく経済的関わりが大きくなかった点

がヘ逆に支持集団の形成に失敗する要因となっ

た。 NAFTA による不利を日墨 FTA によって回

復することを望んだ日本の経済界との違いがここ

にある。
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第 2項国内制度

FTA 政策において両国の圏内アクターが同じ

ような選好を持っていても異なる影響力をもつこ

とが見受けられる。 例えば、日本の首相と韓国の

大統領が FTA推進に同じ意欲を示しでも大統領

と首相の FTA 政策における影響力は異なる。 ま

た、両国とも農水産部門の関税の撤廃に反対する

勢力が存在するが、 FTA 政策における両者の影

響力や勢力の展開は異なっている。本項では、仮

説（2）、仮説（3）で提示した日韓の圏内制度の違い

が、日韓の FTA 政策の過程でどのように政策を

異なる方向に展開させたかを検討する。

合議制機関と独任制機関

FTA 政策への転換及び推進の過程に影響を及

ぼす日韓の制度の違いとして、仮説（2）で述べた

ように日本政府は官庁聞の合議制機関、韓国政府

はトップによって指示 ・ 調整される独任制機関だ

という点がある 。 中野と廉［1998 ・ 90］によると、

日本は重要な政策でもルーティンな政策でも政府

と民間との相互依存が高く、政策形成・決定構造

は官僚集団に「仕切られた」形、すなわち、制度化

された多元主義の傾向が強L 、 。 日本の政府内の

FTA 政策決定のメカニズムでは、 事前審議は関

税率審議会ないしは経済審議会で関係省庁を集め

て行い、その過程で業界、政治家、学界、メディ

ア関係者からの意見の集約を図って決定する［浦

田 2002b : 108］。 つまり、首相が支持する政策で

も、官僚側の調整が先行して行われる可能性が大

きし、。 韓国では、 重要政策の決定は大統領、ルー

テ ィンな政策の決定では官僚集団とすみわけされ

ている。 重要政策は、大統領側の「青瓦台」によっ

て決定された後、議会と国務会議の決定を経て、

各行政機闘が執行する。一方、行政的な政策は行

政官僚主導で決定執行される［中野・廉 1998 : 91 ］。

韓国の FTA政策でも、まず大統領や青瓦台関係

者のイニシアチブによって、 FTA の推進開始や

基本原則が決められ、日程などの枠組は 「対外経

済調整委員会の会議」 で決められた。

まず、日本の政策転換過程をみると、通産省の

中間官僚の支持が契機となって政府内の反対派と

の意見の差が調整されてし、く過程が窺える。 1998

1~: 8 月、通産省の通産政策局総務課通商政策企画
室が中心となって内部協議を始め、与謝野通産相

が今野通政局長の肯定的な進言を受けた後、 通産

省は全体として FTA肯定の動きをとるようになっ

た［荻田 2003 : 8］。 さらに、 1999 年 11 月、日本

の官僚とシンガポールの学者や官僚が集中的な意

見交換を行い、日星FTA の有効性を指摘する内

容の報告書を小淵首相に提出した。当初懐疑的で

あった外務省も、省庁聞の日星FTA の共同研究

を通じて FTA推進の方にまとまったという ［梅原 ・

御厨 ・ 宮川 2001 . 95 ］。 このように意見調整が行

われた結果、 2000 年版通商白書［通商産業省 2000

・ 108］は、 「FTA の静態的悪影響は限定的であり、

動態的好効果の方が大きいJ と評価し、 2001 年

の通商白書［経済産業省 2001 : 172- 184］は、 「WT

O の不十分性と重層的対外経済政策の必要性を訴

える」 に至った。 すなわち、日本の FTA政策へ

の転換は、 省庁の中間官僚によ る報告書や提言が

契機となり、その意見の差が政府内で調整され、

結果がトップまで伝達され、必要性についての合

意が広く形成された結果であると考えられる。

他方、 韓国政府は、大統領によ る指示が重要と

なる独任制機関であるため、大統領の選好が政策

転換の契機となっ ている 。 1998 年に就任した金

大中大統領は、通貨金融危機後、 一気に規制緩和

を進めると共に、対外通商政策を通しての国益実

現を重視した。 彼は、もともと産資部にあった対

外通商分野を外交部に移管させ、外交通商部とし

て拡大し、 3 月、外通部内に通商交渉本部を新設

した。また、省庁間の対外政策協議の場であった

「対外経済調整委員会J を経済副総理傘下から国

務総理の傘下機構として格上げするという組織改

編を行い、そこでの韓智FTA推進を決めるに至っ

た［韓国農村経済研究院 2004 : 57］。 その下で外

交部局長主催の実務会議が聞かれ、分野ごとの分

科委員会を作り、詳細な交渉案を立て始める九

2001 年 8月からは、 「対外経済調整委員会」が廃

止され、 実務的な部署聞の調整及び譲許案の協議

を目的とした 「経済政策調整会議」が設けられた

が、こ のように協議機構が変わっても、参加する
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部署や業務内容は大きく変わっていないという

[i待国農村経済研究院 2004 : 60］。 つまり、韓国

における FTA政策の決定においては、基本方針

はトップのリ ーダーによ って決められ、 その枠内

で実務的な決定がなされるという こ重性がある

［中野 ・ 燦 1998 : 90 ］。

交渉の過程において も合議制機関と独任制機関

の特性が表れている。第 1 に、日本政府は合議制

機関であるために、首相が妥結を指示しても、交

渉中に相手国から予想外の要求が出されると交渉

が決裂に終わる ことがある。 フォックス大統領と

小泉首相の会談で、小泉首相が、「今日 中に妥結

しましょう 」 と発言し、それぞれの閣僚に柔軟性

を持って交渉に当たるように指示しても［農畜産

業振興機構・調査情報部 2003 : 43］、 メキシ コ側

から突然オ レ ンジ果汁の大量の無税輸入枠設定要

求を出された日本の亀井農水相は、 「想像を超え

る数字が出てきた」として合意を断念し、協議は

あっさり物別れに終わった経緯がある［藤平 2003:

28-29］。

さらに小泉首相は、難航している日豊 FTA 交

渉を打開するため、 FTA 交渉に官邸主導で取り

くむ姿勢で、 2003 年 11 月谷内正太郎官房副長官

補を団長とする 「官邸ミッション」を一週間メキシ

コに派遣し、内閣官房のスタッフが同行して同国

の担当閣僚や議会関係者から情報収集に当たった。

また、 12 月 19 日 「経済連携促進関係省庁連絡会議J

（議長 ・ 二橋正弘官房副長官）の初会合を首相官邸

で開き、関係省庁の局長レベルが参加して状況を

報告したへ これは、経産、農水、外務の 3省に

よる省益優先の対立や連携不足が指摘されること

から 、 首相の リーダーシ ップで指揮 ・ 命令権を一

元化する狙いがあ っ たとされる九 しかしながら、

「交渉一本化Jに対する 自民党農林族からの反発も

ありへ 直ちに結果に結びつくことはなかった。

第 2 に、政府内の合意に向けた農水省と他省と

の調整に注目したい。 日墨 FTA の際、農水省は、

「産官学共同研究会」 を通じて「農水産物の 2 国間

協議不可」から 「利益と不利益を十分に検討した

うえで判断する」と態度を軟化させ、交渉開始に

合意 した目。 また、 2003年 10 月 8 日か ら都内で始

ま っ た日墨事務レベルの会合で、日本政府は、は

ちみつやバナナなと約 70 品目を追加した計約 500

品目の農林水産物の関税撤廃案を提示 した。 こ

れは、 メキシコからの輸入品のうち、豚肉を除く

と農林水産物の 90%以上がカバー される内容であ

り［藤平 2003 . 28-29］、農水省も圏内への大きな

影響が予想される豚肉を除いて農産物自由化の必

要性を相当程度認識し、省庁間調整をしたのでは

ないかと考えられる。 さらに、自民党の農林水産

物貿易調査会会長であり、代表的な農林水産族で

ある中川経産相就任は師、省庁間の調整を容易に

する役割を果たしただろう と想像できる。 現に中

川経産相は、 FTA を推進していくと表明しつつ、

「どうしても譲れないものは方向を変え るつもり

はない」と豚肉関税撤廃だけはに応じない考えを

示していた870

このような省庁問調整の必要上、 交渉開始まで

時間がかかるのが日本の特徴である 。 日星 FTA

は、 1999 年 12 月ゴー首相から提案されてから 1

年 2 ヶ月後、交渉が始まったが、農水省との調整

が必要な日豊 FTA の場合、 経産省、の検討から 4

年3 ヶ月、正式提案から l年 10 ヶ月がかか ってい

る 。 対照的に、韓国は政府検討から 1 年 1 ヶ月、

首脳間合意から l 年で韓智 FTA 交渉を始めてい

る。 すなわち、 意思決定構造の違いによる政策転

換の時間差がみられる。

韓国では政府が独任制機関であるため、大統領

によ っ て調整されない場合、省庁間の立場の調整

が行われず、対立が表面化する場合がある。 韓智

FTA が停滞 し始めた 2001 年か ら 2002 年にかけ

て、大統領が FTA に関与する目立った動きは見

られな くなった。 これは、金大中の与党が 2000

年 4月の総選挙で野党のハンナラ党に大差で負け、

40%の低い支持率 しか得られない少数政権であ っ

た上に、 スキ ャンダノレや政権末のレイムダック化

による統治力の低下に原因があると思われるへ

その結果、 第 1 に、外通部と農林部の調整が十分

に行われなくな っ た。 ユウによると第 4次交渉か

ら 1 年 8 ヶ月間交渉が停滞する中、農林部は、農

業の脆弱性を挙げて農産物の例外措置を要求し、

FTA は基本的にすべての貿易の 自 由化を対象に

するという外通部の原則論と衝突していた［ユウ

2002 : 191 ］。 担当部門の品目の交渉案は担当部が
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作成するという構造の下、 第 5次交渉の最終譲許

案は、ぶどう、りんご、なしを含めた 377 品目の

農産物の例外を要求するという案にまとまった。

つまり、韓国側が提出した譲許案は、 チリの最大

輸出品目であるぶどう、りんこ、なしが例外品目

として含まれ、 チリ側からは到底受け入れられな

いものとなっていた［ユウ 2002 : 181 -187］。 本

来各省の意見が調整されるはずの局長級「FTA

推進委員会」において、 各省の意見が調整されず、

各省の案がほぼそのまま受け入れられた結果であ

る。

第 2 に、第 6 次交渉後、金融分野をめぐって外

通部と財経部の意見対立が生じた問。 金融分野を

含むことを主張する韓国の財経部と、 期限内の妥

結を優先する外通部が対立し、 交渉がほぼ合意に

達した時に金融サー ビスの開放を主張する財経部

に対して、韓国交渉団の内部から批判が向けられ

たへ さらに、 最終の交渉案を協議した「対外経

済長官会議」で財経部が、「金融サービス分野」を

案件として上程していなかったこと、第 6次交渉

の 1 ヶ月前に財経部の担当局長と課長が全員交替

したことがマスコミで報道され、批判が殺到し

た九 結局財経部は妥協の上チリと合意したが、

調整を経た結果というより 、 内部の衝突がマス コ

ミから批判され、政権が終わるまで締結されなけ

ればならないとの雰囲気が政府内に強かったこと

と、交渉決裂の場合、 財経部にすべての責任が課

される可能性を懸念したことの結果である。

韓智 FTA でトップダウンの意思決定構造が見

られるもう一つの側面は、大統領が交渉過程での

国内反対派の説得にあたった点である。韓智

FTA の批准の際、激しい農民団体の反対に合っ

た鹿武鉱大統領は、 2003年 11 月 11 日 「農業人の

日」の記念演説で「今後 10 年間で 119 兆ウォン（約

11 兆円）規模の農業農村投融資計画を用意してい

る」と発表し［農林郁・報道資料 2003 : 2］、農民支

援策の 4 つの法案と韓智 FTA 批准同意案が同時

に批准されるよう国会に協力を要請した92。 さら

に、 2004年 1 月 7 日、虚武絃大統領が全農と農団

協を含む 1 7 の農民団体の代表を大統領官邸に呼

び、 韓智 FTA に向けた政府の立場と必要性を説

明し、 韓智 FTA への理解を求めた930 すなわち、

日韓の FTA政策をめぐる省庁聞の調整は、 日本

は、省庁問、韓国は、大統領が担う部分が大きい

ため、大統領と首相の選好が同じでも、政策にお

ける影響力は異なるといえる。

政府と利益団体の関係

仮説（3）で提示したように日本の団体は、 業界

ごとに政府と緊密なチャンネルを持っているのに

対して韓国の団体は、 政府との関係が日本より薄

く 、 安定した意思疎通のチャンネルが確立してい

ないため、抗議デモなど直接行動的な方法で意思

を表出する傾向がある。

日星 FTA の際、 日本政府は、交渉初Wl段階か

ら業界団体と協調しながら政府案を作った。例え

ば、繊維産業の場合、 2001 年 2 5月に化繊協会

経由で政府の照会があり 、 主な争点に関して、化

繊協会の通商対策分科会の回答をほとんど受け入

れる形で政府案が作成された［内田 2002 : 36-39］。

政府案は、シンガポール政府側の提案とは対立す

るものであったので、その後も照会を重ね、結局

日本側の提案がほとんど認められる結果となった

［内田 2002 ・ 36-39］。

日 墨FTA でも 、 養豚業界の「 FTA等対策協議

会」は、 8 月 15 日 、 外務省 FTA 事務レベル交渉

の責任者からの意見を求める連絡を受け、 自由化

反対の意向を伝えている。その結果、 8月 29 日 、

政府の農産物関係リス ト で豚肉をはじめ牛肉 ・ 鶏

肉が除外品目として指定された［FTA 等対策協議

会 2004 . 18 20］。 その他、様々な経路を通じて

陳情及び面談が重ねられ、 結果的に最大の焦点だっ

た豚肉の差額関税制度が維持されることになった。

関連する利益団体は、政府の関係者に対する謝辞

を述べており［成川 2004 . 116］、交渉結果に納得

しているようである。 要するに農水省を中心とす

る政府関係者は、業界からの意見を取り入れつつ、

交渉案を作成し、交渉に取り組んでいるので、首

相が柔軟な態度で交渉に臨むように指示しでも、

利益団体との意見調整を得て練られた交渉案であ

る以上、 相手国から想定していなかった条件が出

されると交渉が決裂せざるをえない結果になった

のではな L、かと考えられる。
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他方、韓国の FTA 政策における政府と利益団

体の関係は、日本に比べ、緊密な意思疎通チャン

ネルが欠如している。これは、協定条文の 80%

が合意したとされる第4次交渉を境に利益団体の

反発が集中して出ている点から窺うことができる。

第 4次交渉以前は、ぶどう業者が散発的に抗議文

を政府に送る程度であった。 しかし、 2001 年 2 月

22 日の 「韓智 FTA推進関連協議会」 以後、 一部

のマスコミは、共同研究を始めてから過去3年間、

4 回にわたって交渉が開催されるまで農民団体が

疎外されてきたこと、具体的に農民団体の了解を

得るために重要な当協議会に、財経部は裁量権が

低い事務官レベルの実務者しか参加させず、交渉

主導役の外通部は参加すらしなかったことを指摘

した九 その後、農業団体は、農団協を拡大し、

先述したように大規模な反対運動を持続的に繰り

広げた。 すなわち、交渉文の 80% が合意される

まで、事前の説明や公式チャンネルを通じた農民

団体の意見の反映が十分ではなかったために、

「韓智 FTA 推進関連協議会J 後、協定案の具体

的な説明を受けて、 一気に反対勢力の組織化が進

んだと考えられる。

以上の反発の経緯から読み取れるように、農民

団体から政府への主な意思の伝達方法は、集会、

抗議デモ、政府乱入、断食デモ、反対声明の発表、

ネット上の政府批判であった。 お互いに自分の立

場に適合する資料を基に反駁を繰り返すのは、公

式・非公式なチャンネルによる事前の情報共有が

十分でなかったためであると考えられる。実際に、

2002 年 6月、農業団体は、チリ側の譲許案の内容

の公聞を求めたが、外通部から断られたへ その

結果 2002 年 8 月 14 日、 農団協は、 16 日に予定さ

れた政府の説明会に不参加を決定した［韓国農村

経済研究院 2004 : 130］ 。 さらに、批准を控えて

いた 2004 年 1月 6 日、外通部は交渉団当者のキム

ハンス審議官が「韓智 FTA への批判に答えます」

という資料をホームページに掲載するとへ すく

に全農は逆の内容の資料を自分のホームページに

掲載した九 以上の経緯の中で、 2002年 11 月に行

われた農民団体の 6万人規模の大集会で、農団協

は、政府に対する 8つの要求の中に、外通部の交

渉権の剥奪及び交渉における農民代表の参加を要

求している阻。 このように韓国政府と利益団体の

意思疎通のチャンネルの不在は、日本より 激烈な

反対運動をもたらした主因である。

第 3項 目韓の FTA政策形成過程

本項では、それぞれの選好を持つ国内アクター

が囲内制度や政治プロセスの中で連合として発展

し、それがし、かにして政策結果につながったかを

合わせて検討する。

まず国内アクターを選好によって国際派と圏内

派に区別すると、日本の国際派は、首相、経産省、

外務省、財界、国内派は、農水省、農業団体、農

水族に代表される国会議員である 。 日本の FTA

における最初の国際派は、経産省と財界であり、

外務省、首相の順に FTA 選好が形成された。

2002 年、首相が FTA政策の積極的活用に合意し

た時点で選好が｜！幅広く形成されたといえる。国際

派らの選好は、 「WTO と共に、 FTA を並行して

推進する 」 ことにあり、国内派らの選好は、

「FTA政策による国内被害の最小化」にあっ た。

韓国における国際派は、大統領、外通部、産資

部、財界、 KIEF~ 国内派は、農林部、農民団体、

労働団体や市民団体ヘ国会議員、韓国農村経済

研究院のような農林部のシンクタンクである。 金

大中大統領がまず FTA への関心を表明し、その

後外通部と KIEF が FTA の広報や推進に積極的

に取り組んだ。彼らの選好は、「FTA がもたらす

利益を重視し、 FTA を締結すること」である 。

ただし、対外通商業務を移管によって失った上に、

難しい日韓 FTA を抱える産資部と、韓智 FTA

に大きな利益を見出せない財界は、その選好を強

く表明しなかった。 他方、国内派らは、農民団体

を中心に第4次交渉以後に形成され、「韓智FTA

締結阻止」という選好を形成した。

次に、以上のような選好を持つ国内アクターが

政治的プロセスや国内制度の中でどのように連合

として発展したかを見る。 両連合に影響を与えた

日本の政治家として首相と族議員のような国会議

員、 韓国では、大統領と農村出身の国会議員がい

る。ソ リンゲン［Solingen 1998 : 18-19］によると、

政治家は権力を使ったり連合の資源をコントロー
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ルしたりすることで連合を形成したり、連合聞の

利害を調整する。 連合の形成や性格に影響を及ぼ

した国内制度として、先述したように日本では、

第 1 に国内被害に配慮する各省庁によって交渉案

の調整が行われる点、第 2 に、業界ごとに組織化

された利益団体と政府との聞に密接な関係がある

点が指摘される。 韓国では、第 l に大統領主導で

政策の転換や政策の調整が行われ、省庁内の調整

役が不在である点が日本と異なる。 第 2 に、韓国

では政府と利益団体の聞に意思疎通のチャンネル

が欠けており 、 結果として圏内派連合の反対が強

まっ fこ。

政治プロセスとその影響を詳しくみると、第 2

節第 1 項で検討したように日本の首相の選好は

2002 年以降 FTA 支持の方に向かい、 2003 年 10

月の日墨FTA交渉決裂後、 首相主導で日墨FTA

を締結しようとする動きをみせた。 日墨 FTA の

大筋合意において首相の FTA支持の発言や「官

邸ミッション」 のメキシコ派遣は、日墨 FTA の

妥結の必要性を再認識させることで、 FTA 推進

に慎重な圏内派に影響を与えた可能性がある。 し

かし仮説（2）で述べたように両連合の利害は省庁

が調整しており、 首相が国際派の連合を形成させ

たり連合間の調整をしたようにはみえな L 、。 他方、

農水族は、農業団体との関係を基に国内派連合の

結束力を高める役割をしている。首相主導の行動

に対して族議員が関係省庁に異議を申し入れた結

果l曲、日本政府は日星FTA や日墨FTA における

金魚や豚肉の問題でより慎重な姿勢を取るように

なった。 つまり、日本では省庁や首相が FTA の

必要性を認識していたとしても、族議員の倒jきに

よって圏内派の選好に配慮するようになったとい

える。

韓国の金大中大統領は、地域主義への5郎、関心

から国際派の選好を最初に形成させたが、政策転

換後は FTA政策への関与を見せていな L 、。 2003

年以降虚武鉱大統領が、国際派の立場から、政治

的資源を使い圏内派の連合を弱体化させた。 すな

わち、一期限りの大統領制を持つ韓国は、政権初

期は大統領主導で連合を形成させたり、反対派の

説得に当たったりしているが、政権末は、レイム

ダック現象による統治力の低下が見られる。 他方、

韓智 FTA の批准反対に署名した過半数以上の国

会議員は、実際に政府に批准しないと圧力をかけ

たり、批准を延期させるといった行動を通して、

農民団体の選好を有効たらしめる役割を果たした。

国会議員が農業を保護しようとする動きは日韓共

通であるが、両国の違いは、日本は、農水族と農

民団体、官庁が意思疎通のチャンネルを持ち、農

民団体の了解を得て交渉を進展させたのに対し、

韓国は、農民団体の反発が強くなってから国会議

員がその動きに加勢した点である。

以上のような政治プロセスの中で、国際派の連

合は、大統領や外通部、 KIEF 以外に積極的に

FTA 支持勢力を増やせたようにはみえな L 、。 他

方、交渉後半から本格的に姿を現した国内派の連

合として、韓智 FTA 反対署名運動を通した農民

団体と国会議員、農民に友好的な研究機関、市民

団体の連合がある。 農民団体と国会議員の連合は、

批准を失敗させ、農林部と研究機関の連合は、農

民団体の主張の根拠を提供し101 、 農民団体と市民

団体の；連合は、韓智 FTA への反対を「弱者」と

「強者」 の対立の形をとる大々的な国民運動に発

展させた 1020

以上のような連合による政策結果をみると、仮

説（1）で述べている結束力や政治的資源を保有す

る連合の選好が優勢になり政策に反映されている

ことがわかる。 日本では、圏内派と国際派の連合

が互いに譲歩し、結局国際派の選好である日星

FTA と日墨 FTA を締結させた。 FTA 締結とい

う政策結果は、国際派の選好を反映するものであっ

たが、日星 FTA では農業部門が除外され、日墨

では豚肉の差額関税制度が維持された交渉結果を

見ると、圏内派連合の選好も重視された。 すなわ

ち、韓国より両者の関係が協調的であったように

思われる。

韓国では、韓智 FTA の批准に至るまで、 国際

派、圏内派、国際派の順に支配的な連合が入れ替

わり、結局主要農産物を例外品目として設定した

上で韓智 FTA を締結することになった。韓国の

FTA政策は、金大中大統領の選好によって始まっ

たが、韓智FTA の交渉の中盤から国内派の連合

が浮上し、交渉が腰着し、交渉が妥結した後も批

准されない状態が続いた。 結局、国際派の連合が
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圏内派の反対を緩和させ、韓智FTA を批准する

という政策結果を出した。

第 3節結論

本稿の目的は、日星 FTA、日墨 FTA、韓智

FTA を取り 上げ、 FTA政策への転換と交渉過程

における日韓両国の相違点を比較し、その背景と

なる国内政治の違いを特定することであった。

そのための分析枠組として、地域主義をめぐる

国内政治に関する研究を検討 し、 国内のアクタ ー

の選好と制度に影響された政策連合を重視するソ

リンゲンの議論を主に参考にした仮説を示した。

FTA政策の経緯を以上の枠組みに当てはめると、

第 1 に日韓の政府の選好は共に農林部を除いて

FTA を推進する立場であっ たが、日本では官僚

機構の選好が首相の選好より先行した点、日本で

は対立が表面化せず、協調的であるのに対し、韓

国は政府内の遠L、が表面化したという違いがある。

第 2 に、国会の選好について、両国とも歴史的に

農水業国家であったこと、保守的な国会議員の支

持基盤が農民である場合が多かったことから、選

挙の票を意識 して FTA が国益であると主張する

国会議員は多くない。 ただ、日韓の違いは、日本

の国会議員は、交渉の段階で影響力を発揮するの

に対し、韓国では、 農民団体の反発が表面化して

から積極的に FTA反対を主張するようになった

点である。 第 3 に、農民団体や経済団体の選好に

ついて、日韓の農民団体は、 共に積極的に FTA

に反対したが、 意思表出の時期、 反対意思の伝達

方法、 連合の大きさという点から違いがあった。

以上のような圏内選好は、それぞれの圏内制度の

下で、首相や農水族 （ 日本）、大統領や国会議員

（韓国〕の介入という政治プロセスを経て、それ

ぞれ異なる方向に発展した。

その結果、両国国内には FTA 政策支持の連合

（国際派連合）と FTA 政策反対の連合（圏内派連合）

が形成され、 FTA政策支持の連合が支配的連合

である場合、 FTA が締結された。 具体的にいう

と、 日本では、豚肉の差額関税制度の維持という

国内派の選好に配慮した FTA が締結された。 韓

国では、 国際派、 園内派、国際派の順で優位勢力

が変わり、大々的な国内派への支援策を提供した

上で、韓智 FTA が批准された。

すなわち、本稿のはじめに問題提起した日星

FTA、 El 墨 FTA、韓智 FTA の推進過程におけ

る交渉期間、利益集団の動きの時期や強度、リ ー

ダーシップの違いは、 圏内に注目する研究で強調

する国内アクターの選好、政策連合および圏内制

度によって説明でき る 。 特に政府内及び国内集団

との調整の役割が首相や大統領に与えられている

か、それとも省庁間で行われるか、また交渉過程

において、政府と利益集団がどれぐらいの意思疎

通のチャンネルを持ち、どのくらい早い時期に支

援策を提示できるかによって、同じ反対集団を抱

えていても、交渉の展開が異なることが本稿の事

例研究を通じて示された。

本稿の限界として、 第 1 に、日韓の FTA 政策

が相手国の政策によって異なる可能性を考慮して

いない点がある。本稿では、 2005 年 1 2 月の時点

ですでに発効した FTA に限定し、 日昼、日墨、

韓智FTA を取り上げた。 交渉において相手国の

状況や対応が重要になるのは当然であるが、本稿

では、日本と韓国における FTA 交渉の囲内過程

の違いの分析に目的を絞らさるをえなかった。 第

2 に、 事例の数の少なさがある 。 両国の FTA 政

策は、 1998 年から本格化し、 2007 年 4 月現在、

日星 FTA、日墨 FTA、 韓智 FTA 以外に も 、 日

本 ・ マ レー シア FTA、日本 ・ フ ィリピン FTA、

日本・タイ FTA、日本 ・ チリ FTA、 韓国 ・ シン

ガポール FTA、 韓国 ・ EFTAFTA が締結済みで

ある。 本稿では、 両国の初の FTA を含む 3 つの

FTA だけに限定して分析したが、 より多くの事

例の分析によって本稿が使った枠組の有効性を確

認する必要がある。

日韓 FTA を含む両国の FTA 分析をさらに重

ねていくことが今後の課題である。

I FTA という言葉は、 GATT で定義される自由貿易地域（free trade area）を指す場合と、自 由貿易協定（free

trade agreement）を指す場合がある［木村 2003 . 225］。 本稿では、後者の意味で用し、ることとする。 FTA は単に
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関税の相互撤廃協定のことであり、日本が結んでいる協定は実際、投資の自由化、知的所有権問題などを含む幅

の広い経済連携協定（EPA）であるが本稿では統一して FTA と呼ぶ。また、 本稿で使う FTA は、地域主義(Region

alism）の初期段階であると捉える一方、近隣する国家｜習の地域主義に限定しているわけではなし、

2 WTO のホームページより参照できる。 2007 年4月 22 日検索。

(http://www.wto.org/english/tratop e/region＿日／regfac e.htm) 

3 大矢根［2004 . 53-54）；木村［2003 : 209-210] 

4 以上の日本の各交渉の状況は、外務省ホームペー ジより参！照。

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html) 2007 年4月 22 日検索。

s 外交通商部ホームページ「韓国の FTA推進現状」 から韓国の FTA推進スケジュールを参照。

(http://www.fta.go.kr/fta korea/info.php?country _id=14 )2007年 4月 23 日検索。

6 本稿での分析対象は、 2005 年 1 2 月時点で発効した B韓の FTA（日星、日墨、 韓智 FTA）を分析対象とする。

7 韓国は 4回の交渉を通して韓智FTA協定文の 80%が合意に達したと発表した。 外交通商部・報道資料 「斡智 FTA

関連 ・ 外務大臣閉会談の結果」 2001 年 6月 19 日 。

8 例えば、 中野 ・廉［1998］、金［200 1a］、飯尾 ・ 増山［2001］がある 。

。 日本の FTA政策に関する政治的な分析として、宗像［2001, 2004］、大矢根［2004）、 Ogita[2003］、 Oyane[2003]

がある。

10 大矢根［2004 54）によると FTA を推進する目的には、 ①安全保障、 ②外交関係の強化、③GATT/WTO レ ジー

ムにおけるルール ・ メイキングの先導、迅速化、④他国の規制緩和、 民主化の促進、 ⑤自国内の経済改革、⑥国

内における自由貿易派の維持、強化、 ⑦他国の FTA による自国産業の不利益回避、 ⑧自国産業に対する市場拡大

の効果がある。

II j新機能主義は国際関係における国家以外のアクターを取り入れ、 国際制度を重視する点においてネオリベラリ

ズムに近いアプローチである。

12 日本の交渉相手国 ・ 地域の決定に関する基準として、 ①我が国にとって有益な国際環境の形成、 ②我が国全体

としての経済利益の確保、③相手国 ・地域の状況、 EPA/FTA の実現可能性がある［外務省 2005 2-3］。

\ :J 韓国がチリを初の FTA相手国とした理由には、 ①チリと韓国の産業との補完性、 ②輸出市場の確保、 ③斡闘は、

チ リとの FTA は、国内への影響が小さいと予想した点がある［チョン 2001b ・ 51 ）。

1，国内の選好と制度に注目した古典的な研究としてカ ッテェンスタイン［Katzenstein 1978）がある 。 対外政策の

決定要因のーっとして、「政策連合（policy network） 」 の重要性を強調している。 カッテェンスタインは、アメリ

カの場合、政府官僚と企業、 金融機関の リーダ一、 イギリスは、金融機関と財務省（Treasury）の影響力が大きい

と分析し、 この国内集団の政策連合により対外政策が決められるという［Katzenstein 1978 . 19, 308-313］。

15 園内集団の選好に焦点を当てる研究でも圏内制度の重要性を認めている［Rogowski 1989 : 20 , Milner 1987 : 

652 653 ; Hiscox 2001 35］。

16 他方ソリンゲンは、 一度連合が形成されたら、制度が連合の大戦略の実行に制約を与えても戦略は笑現される

と L 、う［Solingen 1998 10）。

17 ソリンゲンは、 圏内連合のあり方が地域 レベルの協力や紛争に影響を及ぼす過程までモデル化している。現時

点で FTA の地域協力への影響は把握できないので、本稿では圏内連合のあり方が政策の結果を出す部分まで視野

に入れて分析する。

1 8 その他にも、日韓の政策決定構造の違いを指摘するものとして、 金［2001a］と柳［200 1］がある。

19 「一元的政府企業関係」とは、政策決定の迅速性に優位があるが、政策の継続性が保たれないというデメリ ッ ト

がある。一方、「多元的政府企業関係」は、 政策の継続性に優位があるが、意思決定に時間がかかるというデメリッ

トがある［池尾 ・ 黄 ・ 飯島 2001 : 226］。

初 池尾 ・ 黄 ・ 飯島は韓国の大企業と政府の関係に注目したが、恒川・ 陣［2001］は、 日韓の中小企業と政府の関係

を比較する。

21 JIGS 調査は、各国首都及び他の地域の 2 ヶ所（以上）のすべての市民社会の団体（基本的には企業と政府、家族な

ど純私的集団を除くすべての社会団体を対象）を母集団として、 2,000 5, 000 規模のランダムサンプリングによる質

問紙郵送調査を行ったものである。 日本と韓国の JIGS 調査は、 1997年に行われ、日本は、 4,274 団体に調査票（3

6 問）を郵送し、 1,635(38 . 3%）が有効回答、 韓国は、 3,890 団体に調査票（39 問）を送り、 481 団体から有効回答（12.37

%）を得た［辻中 ・ 廉 2004 ・ 37-45）。

22 ここでいう「系列化」とは、 企業聞の系列のように、 固定的に制度化された垂直的関係を指す。
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n 「東京読売新聞」 1999 年 12 月 8 日。

，，，「毎日新聞』 2003年 9 月 23 日，「日本経済新聞」 2005 年 2 月 10 日 。

'5 『朝日新聞』 2003年 9 月 23 日， 『日本経済新聞』 2003 年 9 月 24 日 。

26 『 日本経済新聞』 2003 年 11 月 29 日 。

27 『毎日新聞』 2004年 9 月 28 日 。

お『日本経済新聞』 1999 年 12 月 25 日，朝倉 ・ 松村［2000 44] 

＂『東京読売新聞』 1999年 12 月 8 日 。

初『朝日新聞』 2002 年 6 月 18 日 。

JI 『 日本経済新聞』 2003年 11 月 19 日 。

32 『毎日新聞』 2001 年 6 月 1 日 。

43-

ね 日星 FTA で用いた方法とは、農林水産物のうち WTO譲許税率が 0%になっているものと、 WTO で譲許はして

いないが、事実上関税率が 0%のものを日星FTA の関税撤廃に含め、その他の品目は除外するものである［中畑

2002 12 - 13］。

“『朝日新聞』 2002 年 7 月 9 目 。

35 『日本経済新聞』 2003 年 8 月 23 日 。

総 ゴ一首相は、小説Jj首相に FTA の必要性を強調し、小樹l首相は、 「とこかよその聞と自由貿易協定を結ぶなら、

日本の国内経済が変わるけど、その変化の触媒に、シンガポールがなってくれるんだね」 という反応をしたとい

う ［Goh ・ 小林 2001 42 44］。 ；小説JJ首相は FTA賛成派に近いと考えられるが、首相の選好が具体的に現れた

のは、 2002 年以降である。

37 『毎日新聞』 2002 年 4月 4 日 。

38 『東京読売新聞』 2003年 10 月 22 日 。

39 例えば 『毎日新聞』 2003年 10 月 19 El 、 『読売新聞』 2003 年 10 月 23 日、 『 日本経済新聞』 2003年 10 月 24 日の記

事があ る。

,\0 『朝日新聞』 2003年 11 月 23 日 。

川 2002 年 5月、大統領の長男と三男が企業から i栴JI各を受け取ったスキャンダルが発覚、 11 月には、 三男のキムホ

ンゴル氏が起訴され、懲役 2年、執行猶予 3年、徴収額 2億ウォンの有罪の判決が /:1:1 た。 「東亜日報』 2002 年 2 月

25 日、 2002 年 5 月 14 日 。

＂ 詳しい内容は、 農林部［2004］を参照されたい。

“『農民新聞』 2004 年 1 月 9 日 。

例 外交通商部・報道資料 「韓智 FTA 第 2次交渉の開催」 2000 年 2 月 28 日 。

崎『国民日報』 2002 年 7 月 22 日 。

＇＂ ユウも産業資源部が韓智 FTA に基本的に賛成だが、韓智 FTA に対する具体的な意見は表明しなかったという

［ユウ 2002 . 184 ］。

47 『朝鮮日報』 2003年 10 月 13 日 。

48 Jl是林部［2001a : 1 4］ ；その他にも農林郁は交渉に反映させる 目的で傘下のシンクタンクである「韓国農村経済研

究院」 に韓智FTA が圏内農業に及ぼす影響の調査を依頼し、 1999 年 12 月に「韓智 FTA と農業部門対応方案」を発

行している。 この資料は、 KIEP の調査方法に問題を提起しており、農民団体の反対の根拠となった。

,19 日本と韓国は一人当たり耕地がそれぞれ4.0、 4 .3 アールでともに農業資源小国である。

却『朝日新聞』 2001 年 9 月 4 目 。

51 『朝日新聞』 2001 年 9 月 4 日 。

52 浦田［2002b . 107］ ； 「金魚」は作り誌であるとする反対の意見として坂井［2003 8］を参照。

悶 FTA等対策協議会［2003 11-13] 

“ ！美林族の中川経産相、 FTA特命委員会の額賀氏が党政調会長になったため、政府と農林族の調整が既に終了し

たという指摘もある。『日本経済新聞』 2004 年 3 月 11 日 。

お 全中の宮田勇会長は、談話で「農業部分において焦点となった豚肉については、 差額関税制度の基本を維持し、

オレンジ果汁についても、他の国から輸入を代替することを念頭においた工夫がなされていると受け止めている」

と合意内容を肯定的に静価した［成J I[ 2004 116］。

5G 『中央日報』 2003年 12 月 30 日。

57 『農民新聞』 2004年 2 月 9 日 。
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羽『農民新聞U 2003年 11 月 19 日 。

59 『中央日報』 2004 年 2月 17 日 。
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同 「東京読売新聞』 2002年 11 月 30 日夕刊。

61 HS(Harmonized Commodity Description and Coding System)code とは、各国に共通する統計品目番号とし

て品目分類システムの一種である。

62 一方、 γ ンガポール側は、第 1 に、付加価値基準を主張、第 2 に、原産地証明は自ら証明書に記入する Self

Certificate 方式、第 3 に、域外作業を域内作業とする例外措置を提案するという対照的なものであった［内田 2002

ｷ 36 39 ］。

63 『 日本経済新聞」 2003 年 5月 9 日 。

＂『朝日新聞』 2003 年 8 月 3 日 。

65 以下の経緯は、 FTA等対策協議会［2004 : 18 20］を参照。

“ 同じく影響が予想される日本の鉱工業界は、交渉場に行っ てまで要請するなどの積極的な姿勢は見られない。

67 全中の宮田勇会長は談話で「農業部分において焦点となった豚肉については、差額関税制度の基本を維持し、オ

レンジ果汁についても、他の固から輸入を代替することを念頭においた工夫がなされていると受け止めている」 と

合意内容を評価した［成川 2004 . 116］。

個『日本経済新聞』 2003 年 8月 6 日 。

間『日本経済新聞JI 2003年 9月 26 日 。

70 『朝日新聞』 2003年 10 月 4 日 。

71 韓国の農民団体は、政府系の 「農協中央会（以下農協）」、非政府系として生産者連合の全国農民団体協議会（以下

農団協）と農民運動を行ってきた全国農民会総連盟（以下全農）に大きく分類することができる。 農協は、 1960 年代

国家が農民を統制する白的で作られた全国 196 万人規模の団体である。 民閥系列の農団協は、 1980 年代後半から

農民の生存権の死守のため、全農を含む 15 つの生産者農民団体によって 1988 年発足した農民団体の協議機構で

ある。全農は、全国 78 個郡農民会代表が参加し 1990年発足した農民団体であり、 2000 年末基準の会員数は 10万

人規模で純粋な韓国最大の農民団体である［シム 1991 33 43］；韓智 FTA に積極的に反対したのは、非政府系

の 2つの団体に当たる。

72 韓国ぶどう 会、農協ぶどう全国協議会、全国農民団体協議会などのような生産者団体と全農、韓農述、 全女農

（全国女性j選民会総連盟）、カ炭（カトリック農民会）など、の農民運動団体が、韓智 FTA の国内影響力を認識してい

く過程で述鋭し、農民側の重要な勢力として発展した［韓国農村経済研究院 2004 : 57］。

＂ 農団協は、 2001 年 2 月、 21 ヵ所の団体が連合して以来、韓智 FTA における代表的な農民団体連合として活動

してきた。 2002年 3月には、 23 ヵ所、 2003年 3月には 26 ヵ所の団体が連合し、拡大したが、 2003年 3月、全農を

含む 6 ヶ所が脱会した［韓国農村経済研究院 2004 129 133］。

7,j 全農連ホームページ参照（http://www.nongminpower.org/plus/board) 2005 年 9 月 2 日検索。

花『農民事！？開』 2003年 5月 16 日 。

76 『農民新聞』 2004年 2月 11 日 。

77 『連合ニュース』 2001 年 6月 29 日 。

78 その中でも、 1位が中国、 2位アメ リカ、 3位、日本、 4位、メキシコであり、チリ最下位だった［ユウ 2002 : 

188 189］。

河 一方アンは、 FTA の推進主体が政府であるため、企業は、別に行動を取らなくても FTA の反射的利益を共有

できるフリーライデインクを狙ったのではないかと分析する［アン 2003 66］。

剖 韓国自動車産業の年輸出規模は、約 133億ドルであったが、チリとの FTA を通じて 4億ドルの増加すると予想

されていた［アン 2003 : 67］。

81 農林部 ・ 韓智FTA担当事務官インタビュー、 2003年 12 月 16 日 o

m 『日本経済新聞』 2003 年 12 月 20 日 。

田『朝日新聞』 2003年 11 月 23 日 。

制『 日本経済新聞』 2003 年 12 月 20 日 。

箇『毎日新聞』 2001 年 6 月 1 目 。

“『朝日新聞』 2003 年 9 月 23 日 。

町『日本経済新聞」 2003 年 9 月 24 日 。

鎚『東亜日報」 2002 年 2月 25 日、 2002年 5月 14 日「朝鮮日報』 2002年 11 月 12 日 。
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的『東亜日報』 2002年 10 月 23 日 。

初『ハンキョレ新聞』 『東亜日報』「朝鮮日報』 2002 年 10 月 22 日 。

91 『朝鮮日報』『国民日報』『世界日報』『東亜日報』『国民日報』 2002年 10 月 23 日 0

92 『農民新聞』 2003 年 11 月 14 日 。

叩『農民新聞』 2004年 1 月 9 日 。

94 『位界日報』 2001 年 2 月 24EI 。

%『農民新聞.I 2002年 7 月 5 日 。

鉛 キム［2004 . 1. 6］「韓智 FTA の批判に答えます」、外交通商部ホームページ参照（韓国語）。

(http://www.mofat.go.kr/ko_new /speech/news_ view .mof?ipage=9)2005 年 5 月 10 日検索。

97 全農のホームページ（http://www.iunnong.org）を参照。 2005年 9月 30 日検索。

”『東亜日報』 2002年 11 月 14 日 。

田 その他に各種の NGO や消費者団体も韓智FTA の反対意思を表明した［アン 2003 : 67］。
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l凹首相が、谷内正太郎官房副長官補を FTA のためメキシコに派逃すると、自民党農林肢が「二元外交はよくな

い」 と官邸に申し入れたと Lづ。『日本経済新聞』 2003年 12 月 20 日朝刊。

間金E主連は、 農林部のシンクタンクである韓国農村経済研究院［1999 ・ 119-12日の分析を引用し、韓智 FTA の結

果、 社会的厚生は 82億ウォン減少すると反論した［全国農民連帯 2003 . 6］。

102 2002 年から非農業部門の社会団体（全国民衆述帯など）との連携活動が本格化した［韓国農村経済研究院 2004 : 

6 1 ］。

【参考資料】

表 1 . 白星 FTA の経緯

日 H寺 内 H廿？・

1 999 年 12 月
・日 ・ シンガポール首脳会談においてゴ一首相が FTA締結について提案、小前l首相が共同

研究の開始に合意。

2000年3 月
・ 共同検討会合が設置され、第 l 回の検討会合がシンガポールで開催（両国の産官学の有識

者が参加）

2000年 4 月 ・ 第 2 回検討会合。

2000 年6月
－経団連「日本シンガポールFTA に関する要望事項」を外務省 ・ 通産省 ・ 大蔵省に提出。

・ 第 3 回検討会合。

2000年8 月 ・ 第 4 回検討会合。

2000年9 月 ・ 第 5 回検討会合と共同検討会合の最終報告書を発表。

2001 年 1 月 ・ 日本と シンガポール聞の第 l 回本交渉を開始（シンガポール）

2001 年 4 月 － 第 2 回本交渉（東京）

2001 年 9 月 ・ 第 3 回本交渉（シンガポール）

2001 年 10 月
・ 第 4 田本交渉で実質合意（東京）

・ 日シンガポール首脳会談（上海）において交渉終了を確認。

2002年 1 月 ・ 小泉首相とゴ一首相が日星 FTA に署名（シンガポール）

2002 年 5 月 ・ 日星 FTA が国会で承認。

2002 年 11 月 ・ 日星 FTA発効。

出所’経済産業省［200 1 ・ 1 8日、 経済産業省［2002 : 24- 26］。

表 2 日墨 FTA の経緯

日時 内 凸谷

1998年 8 月 ・ ジェトロ理事長が日墨FTA をメキシコシティで非公式に打診され、通産省の検討開始。

1998年 11 月 ・ メキシコのセディージョ大統領が訪日、 FTA を公式的に言及。

1999年 2 月 • JETRO がメキシコ商工省と民間ベースの 「経済関係緊密化委員会」 発足。

1999 年 10 月 ・ 日墨両国有識者代表からなる「新日墨 21 世紀委員会」を設置。
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2000 年 2月
・ メキシコ日本商工会議所が日系企業を対象にアンケート調査、回答企業の 8割がFTA が

ないため不利益を被っていると回答。

2000 年 10 月 ・ 日墨両国有識者代表の「新日墨21世紀委員会」が政府レベルの日墨FTA研究の開始を提言。

2001 年 6 月
・ メキシコ ・ フォックス大統領と小泉首相が首脳会談において産学官共同研究会の設置を
i仁t壬，宮手、。

2001 年 9月 － 経済関係強化のための第 1 回日墨共同研究会（メキシコシティ）

2001 年 11 月 － 第 2 回白星共同研究会（東京）

2001 年 12 月 － 第 3 回白星共同研究会（メキシコシティ）

2002 年 3月 ・ 第 4 回日墨共同研究会（東京）

2002 年 4月 － 第 5 回日墨共同研究会（メキシコシティ）

－ 第 6 回日墨共同研究会（東尽）

2002年6月 ・日本政府の経済財政諮問議会（議長 ・ 小泉首相）で経済活性化戦略の一つに FTA の積極的

な活用を決定。

2002年 7 月
－ 第 7 回日墨共同研究会（メキシコゾティ）

－ 共同研究会は、日墨FTA の早期締結、幅広い内容の協定を求める内容の報告書を発表。

2002年 10 月 ・ 日メキシコ首脳会談（メキシコ）において、日墨FTA交渉の立ち上げ合意。

2002年 11 月 － 第 1 回交渉：首席代表レベル、 実務者レベルの会合（東京）、

2003 年 1 月 ・ 第 2 国交渉： 実務者レベルの会合（メキシコシティ）

2003 年 2 月 － 第 3 団交渉：首席代表レベルの会合、実務者レベルの会合（東京）

2003 年 3月 ・ 第 4 団交渉： 実務者レベルの会合（メキシコシティ）

2003 年 4月 － 第 5 団交渉：実務者レベルの会合（東京）

2003 年 5月 ・ 第 6 団交渉：首席代表レベルの会合、 実務者レベル会合（メキシコ）

2003 年6月 ・ 第 7 団交渉：実務者レベルの会合（東京）

・ 第 8 団交渉、実務者レベルの会合（メキシコシティ）

2003年 7月 － 養豚協会3 つが発起し「 FTA 等対策協議会」が設置、農水相に「関税撤廃品目から豚肉除

外Jを要請。

・ 第 9 団交渉：首席代表レベルの会合、 実務者レベルの会合開催（東京）

2003 年8月 － 農水省は「日本における FTA 交渉の基本方針」 を発表、日墨FTA における米、豚肉の

例外扱いを正式に決定。

2003 年 9月
・ 第 10 国交渉 首席代表レベルの会合実務者レベルの会合開催（メキシコ）

・ 渡辺好明農水省次官は豚肉の関税撤廃に応じない考えを示す。

・ 第 11 団交渉 閣僚レベルの会合、首席レベルの会合、実務者レベル会合（東京）

2003 年 10 月 ・ フォ ッ クス墨大統領来日、日墨首脳会合には、実質合意に至らず。

－ 小泉首相が「農業鎖国はて一きない」と発言。

2003 年 11 月
・ 次官級レベルの会合（ロサンゼルス）

・ 官邸ミッション（団長 ・ 谷内正太郎官房副長官補）をメキシコに派遣。

2003年 12 月
－ 次官級レベル会合、第 12 回交渉： 実務者レベル会合（メキシコ）開催され合意至らず。

－ 「経済連憐促進関係省庁連絡会議」（議長 ・ 二橋正弘官房副長官）の初会合を首相官邸で開催。

2004年 1 月 － 次官級レベル会合、第 13 回交渉： 実務者レベル会合（東京）

2004 年 2 月 ・ 次官級レベル会合、第 14 国交渉 実務者レベル会合（東京）

・ 次官級レベル会合、首席代表レベルの会合、合意至らず。

2004 年 3月 ・ メキシコ ・ ウサビアガ農相と亀井農水相が会談し、日本側の農産品低関税枠の拡大など

に合意、臼墨FTA の大筋合意。

2004年9月 － 両首脳が協定に署名。

2004 年 11 月 ・ 日本の国会で承認。

2005 年 4月 －協定の発効。

出所。経済産業省ホームページ（http://www.meti.go.jp/policy / trade_policy /l_america/mexico/j mexico/in 
<lex.html）、外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/ gaiko/treaty /treatyl61 1.html)(2005 
年6月 30 日検索）、「日本経済新聞』「朝日新聞』をもとに著者追加。
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表 3.韓智 FTA の経緯

日時 内 H廿切

1998年 11 月
・ 国務総理主宰「対外経済調整会議」で FTA推進、相手国としてチリを発表。

• APEC の韓国 ・チリの首脳会談において FTA推進を合意。

1998年 12 月 ・ 韓国とチリの FTA推進委員会を構成。

1999年 4月、 6月 ・ 韓智 FTA に向けた作業グループ会議を 2 回開催（ソウル ・ サンティアゴ）

1999 年 9月 • APEC首脳会談の際、両首脳は交渉の開始に合意。

1999 年 12 月 ・ 第 1 次交渉（サンティアゴ）

2000 年 2 月 ・ 第 2 次交渉（ソウル）

2000年 5 月 ・第 3次交渉（サンティアゴ）

2000年 11 月 ・ 両者首脳会談（ブルナイ）で早期妥結の立場を確認。

2000 年 12 月 ・ 第4次交渉（ソウル）

2001 年 3 月
－ 予定されていた第 5次交渉が延期。

・ 商品譲歩案をめぐって実務者協議の開催。

2001 年 6 月、 10 月 － 外通部 ・ 通商交渉本部長とチリ外務大臣の閣僚会合、交渉再開に合意。

2002 年 2 月 ・ 交渉再開のためのハイレベル協議を開催（L.A.)

2002 年8 月 ・第 5次交渉（サンティアゴ）

2002 年 9 月、 10 月
・商品譲許案をめ ぐる別交渉（ジュネーヴ）を 2 回開催、チリ制IJから韓国政府側に最終譲許案

を提出。

2002 年 10 月 ・ 第 6次交渉（ジュネーヴ）、韓智 FTA の大筋合意。

2003 年 2 月 － 両国の首脳が協定に調印（ソウル）

2003年 7 月 － 韓国政府が批准同意案を国会に提出。

2003年 8 月 － 韓国政府は FTA や WTO交渉に向けた「農業 ・ 農村綜合対策案Jを発表。

2003 年 10 月 － 韓智 FTA の批准同意案が韓国国会で採決されず。

2003 年 11 月
・ 政府が農業への支援策と して今後 10 年間 119 兆ウォン規模の「農業農村融資計画」を発表。

農業団体の一部（良団協）が条件付賛成を表明。

2003 年 12 月 － 韓国国会の批准同意案の採決に失敗。

・ 虚武鉱大統領が炭団協所属の 17 の農民団体と会談し、協力を要請。

2004年 1 月 － 国会の批准同意案の採決に再び失敗。

・ チリ国会が斡智FTA批准案を批准。

2004年 2 月 － 国会の批准案の採決に 3回目失敗。 批准案が採決4回目で国会本会議を通過し締結。

2004年4月 － 韓智 FTA の発効。

出所．外交通商部ホームペー ジ「韓智 FTA 」より作成。

(http://www.fta.go.kr/fta_korea/info.php?country_id=ll) (2005 年 5月 10 日検索）、 『中央日報』『東亜

日報』『朝鮮日報』「農民新聞』 をもとに著者追加。
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